
○
総
務
省
令
第
六
十
号

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
令
和
五
年
政
令
第
百
三
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六

号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
四
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を

付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
附
属
申
告
書
等
）

（
附
属
申
告
書
等
）

第
二
条
の
二

［
略
］

第
二
条
の
二

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

前
項
の
国
外
扶
養
親
族
証
明
書
類
と
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
書
類
が
外
国
語
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場

７

［
同
上
］

合
に
は
、
そ
の
翻
訳
文
を
含
む
。
）
を
い
う
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

そ
の
年
に
お
い
て
申
告
者
か
ら
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親
族
の
生
活
費
又
は
教
育
費
に
充
て
る
た
め
の
支

二

［
同
上
］

払
が
、
必
要
の
都
度
、
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
で
次
に
掲
げ
る
も
の

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
（
以

［
新
設
］

下
こ
の
ハ
及
び
次
項
第
二
号
ハ
に
お
い
て
「
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
」
と
い
う
。
）
の
書
類
又
は
そ

の
写
し
で
、
当
該
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
が
当
該
申
告
者
の
依
頼
に
基
づ
い
て
行
う
同
条
第
六
項
第

三
号
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
（
以
下
こ
の
ハ
及
び
次
項
第
二
号
ハ
に
お
い
て
「
電
子
決
済
手
段
」
と

い
う
。
）
の
移
転
に
よ
り
当
該
申
告
者
か
ら
当
該
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親
族
に
支
払
を
し
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
（
同
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
み
な
し
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
（
以
下
こ
の

ハ
及
び
次
項
第
二
号
ハ
に
お
い
て
「
み
な
し
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
」
と
い
う
）
の
書
類
又
は
そ
の

写
し
に
あ
つ
て
は
、
当
該
み
な
し
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
が
発
行
す
る
電
子
決
済
手
段
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）

８

第
六
項
の
国
外
配
偶
者
証
明
書
類
と
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
書
類
が
外
国
語
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場

８

［
同
上
］

合
に
は
、
そ
の
翻
訳
文
を
含
む
。
）
を
い
う
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

そ
の
年
に
お
い
て
申
告
者
か
ら
控
除
対
象
外
国
外
同
一
生
計
配
偶
者
の
生
活
費
又
は
教
育
費
に
充
て
る
た

二

［
同
上
］

め
の
支
払
が
、
必
要
の
都
度
、
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
で
次
に
掲
げ
る
も
の

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
の
書
類
又
は
そ
の
写
し
で
、
当
該
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
が
当
該
申

［
新
設
］

告
者
の
依
頼
に
基
づ
い
て
行
う
電
子
決
済
手
段
の
移
転
に
よ
り
当
該
申
告
者
か
ら
当
該
控
除
対
象
外
国
外

同
一
生
計
配
偶
者
に
支
払
を
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
（
み
な
し
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
の

書
類
又
は
そ
の
写
し
に
あ
つ
て
は
、
当
該
み
な
し
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
が
発
行
す
る
電
子
決
済
手

段
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

（
政
令
第
五
十
六
条
の
八
十
九
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
十
四
条
の
三
十
の
五

政
令
第
五
十
六
条
の
八
十
九
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合

［
新
設
］

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

被
保
険
者
が
出
産
し
た
後
に
、
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
納
税
義
務
者
が
、
市
町
村
長
に
対
し
、
同
項
第

一
号
に
規
定
す
る
所
得
割
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
の
減
額
の
実
施
に
必
要
な
事
項
を
届
け
出
た
場
合



二

被
保
険
者
が
出
産
し
た
後
に
、
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
納
税
義
務
者
に
よ
る
前
号
の
届
出
が
行
わ
れ
て

い
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
市
町
村
長
が
、
当
該
減
額
の
実
施
に
必
要
な
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
場

合
（
特
定
徴
収
金
に
係
る
納
付
書
等
の
様
式
）

（
特
定
徴
収
金
に
係
る
納
付
書
等
の
様
式
）

第
三
十
八
条

納
税
義
務
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
税
に
係
る
地
方
団
体
の

第
三
十
八
条

納
税
義
務
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
税
に
係
る
地
方
団
体
の

徴
収
金
及
び
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
（
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十

徴
収
金
を
第
二
十
四
条
の
四
十
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
場
合
に

一
年
法
律
第
三
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
を
い
う
。
）
を
第
二
十
四
条
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様
式
を
添
え
て
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

四
十
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
様
式
を
添
え
て
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

一

給
与
所
得
に
係
る
個
人
の
道
府
県
民
税
、
個
人
の
市
町
村
民
税
及

［
略
］

一

給
与
所
得
に
係
る
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
（
特
別

［
同
上
］

び
森
林
環
境
税
（
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
納
入
す
る
も
の
に
限

徴
収
の
方
法
に
よ
り
納
入
す
る
も
の
に
限
る
。
）

る
。
）

［
略
］

［
同
上
］

第
五
号
の
四
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第
五
号
の
四
様
式
表
面
（
第
二
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
一

挿
入
］

第
五
号
の
四
様
式
別
表
（
第
二
条
関
係
）

第
五
号
の
四
様
式
別
表
（
第
二
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三

挿
入
］

第
五
号
の
十
五
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
横
二
百
五
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
二
条
の
六
関

第
五
号
の
十
五
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
横
二
百
五
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
二
条
の
六
関

係
）

係
）

［
様
式

別
紙
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
五

挿
入
］

第
五
号
の
十
五
の
二
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
横
二
百
五
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
三
十
八
条

第
五
号
の
十
五
の
二
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
横
二
百
五
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
三
十
八
条

関
係
）

関
係
）

［
様
式

別
紙
八

挿
入
］

［
様
式

別
紙
七

挿
入
］

第
六
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
六
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号

様
式
記
載
要

領
第

６
号

様
式

記
載

要
領

［１
略

］

［１
同

左

］
２

こ
の

申
告

書
は

事
務

所
又

は
事

業
所

所
在

地
の

道
府

県
知

事
に

１
通

を
提

出
す

る
こ

と
た

だ
し

２
２

こ
の

申
告

書
は

事
務

所
又

は
事

業
所

所
在

地
の

道
府

県
知

事
に

１
通

を
提

出
す

る
こ

と
た

だ
し

２
、

。
、

、
。

、

以
上

の
道

府
県

に
事

務
所

又
は

事
業

所
を

有
す

る
法

人
は

主
た

る
事

務
所

又
は

事
業

所

（外
国

法
人

に
以

上
の

道
府

県
に

事
務

所
又

は
事

業
所

を
有

す
る

法
人

は
主

た
る

事
務

所
又

は
事

業
所

（外
国

法
人

に
、

、

あ
っ

て
は

法
の

施
行

地
に

お
い

て
行

う
事

業
の

経
営

の
責

任
者

が
主

と
し

て
執

務
す

る
恒

久
的

施
設

）所
あ

っ
て

は
こ

の
法

律
の

施
行

地
に

お
い

て
行

う
事

業
の

経
営

の
責

任
者

が
主

と
し

て
執

務
す

る
恒

久
的

施
、

、

在
地
の

道
府
県
知

事
に
対
し
て

は
写
し

（提
出
用

の
写
し

）１
通
を

添
付
す

る
こ

と
設

）所
在

地
の

道
府

県
知
事
に

対
し

て
は

写
し

（提
出
用

の
写

し

）１
通
を

添
付
す
る

こ
と

、
。

、
。

［３
14

略

］

［３
14

同
左

］

～
～

1
5

事
業

税
の

「㊻
の

う
ち

見
込

納
付

額

○

5
1

」の
欄

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

３
項

（法
第

7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
1
5

事
業

税
の

「㊻
の

う
ち

見
込

納
付

額

○

5
1

」の
欄

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

３
項

若
し

く
は

第
５

項

（法
第

7
2

、
、



び
第

7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）若
し

く
は

第
５

項

（法
第

7
2
条

の
2
8
第

２
項

条
の

2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

こ
れ

ら
の

規
定

を
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）又
は

令
。

。

並
び

に
第

7
2
条

の
2
9
第

２
項

及
び

第
６

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）又
は

令
和

２
年

旧
法

第
7
2

和
２

年
旧

法
第

7
2
条

の
2
5
第

５
項

（令
和

２
年

旧
法

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
。

条
の

2
5
第

５
項

（令
和

２
年

旧
法

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）の
規

定
に

よ
り

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

が
延

長
さ

れ
て

い
る

法
人

が
事

業
。

を
含

む

）の
規

定
に

よ
り

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

が
延

長
さ

れ
て

い
る

法
人

が
事

業
税

に
つ

き
当

該
申

税
に

つ
き

当
該

申
告

書
の

提
出
前

に
納
付

し
た

金
額

を
記

載
す
る

こ
と

。
。

告
書
の
提

出
前
に
納
付

し
た
金
額

を
記
載
す

る
こ
と

。

［16
2
4

略

］

［1
6

24
同

左

］

～
～

第
六
号
様
式
（
そ
の
２
）
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十

第
六
号
様
式
（
そ
の
２
）
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十

条
の
二
関
係
）

条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
六
号
様
式
（
そ
の
２
）
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十

第
六
号
様
式
（
そ
の
２
）
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十

条
の
二
関
係
）

条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様

式

（そ
の
２

）記
載
要
領

第
６

号
様

式

（そ
の

２

）記
載

要
領

［１
略

］

［１
同

左

］

２
こ

の
申

告
書

は
事

務
所

又
は

事
業

所
所

在
地

の
道

府
県

知
事

に
１

通
を

提
出

す
る

こ
と

た
だ

し
２

２
こ

の
申

告
書

は
事

務
所

又
は

事
業

所
所

在
地

の
道

府
県

知
事

に
１

通
を

提
出

す
る

こ
と

た
だ

し
２

、
。

、
、

。
、

以
上

の
道

府
県

に
事

務
所

又
は

事
業

所
を

有
す

る
法

人
は

主
た

る
事

務
所

又
は

事
業

所

（外
国

法
人

に
以

上
の

道
府

県
に

事
務

所
又

は
事

業
所

を
有

す
る

法
人

は
主

た
る

事
務

所
又

は
事

業
所

（外
国

法
人

に
、

、

あ
っ

て
は

法
の

施
行

地
に

お
い

て
行

う
事

業
の

経
営

の
責

任
者

が
主

と
し

て
執

務
す

る
恒

久
的

施
設

）所
あ

っ
て

は
こ

の
法

律
の

施
行

地
に

お
い

て
行

う
事

業
の

経
営

の
責

任
者

が
主

と
し

て
執

務
す

る
恒

久
的

施
、

、

在
地
の
道

府
県
知
事

に
対
し
て
は

写
し

（提
出
用
の

写
し

）１
通
を
添

付
す

る
こ

と
設

）所
在

地
の

道
府

県
知

事
に

対
し
て

は
写
し

（提
出
用

の
写

し

）１
通
を

添
付
す
る

こ
と

、
。

、
。

［３
1
4

略

］

［３
1
4

同
左

］

～
～

1
5

事
業

税
の

「
○

54
の

う
ち

見
込

納
付

額

○

63

」の
欄

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

３
項

（法
第

7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
1
5

事
業

税
の

「
○

54
の

う
ち

見
込

納
付

額

○

63

」の
欄

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

３
項

若
し

く
は

第
５

項

（法
第

7
2

、
、

び
第

7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）若
し

く
は

第
５

項

（法
第

7
2
条

の
2
8
第

２
項

条
の

2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

こ
れ

ら
の

規
定

を
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）又
は

令
。

。

並
び

に
第

7
2
条

の
2
9
第

２
項

及
び

第
６

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）又
は

令
和

２
年

旧
法

第
7
2

和
２

年
旧

法
第

7
2
条

の
2
5
第

５
項

（令
和

２
年

旧
法

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
。

条
の

2
5
第

５
項

（令
和

２
年

旧
法

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）の
規

定
に

よ
り

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

が
延

長
さ

れ
て

い
る

法
人

が
事

業
。

を
含

む

）の
規

定
に

よ
り

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

が
延

長
さ

れ
て

い
る

法
人

が
事

業
税

に
つ

き
当

該
申

税
に

つ
き

当
該

申
告

書
の

提
出

前
に

納
付

し
た
金
額

を
記
載

す
る

こ
と

。
。

告
書

の
提
出
前
に

納
付
し
た

金
額
を
記

載
す
る
こ
と

。

［1
6

2
4

略

］

［16
2
4

同
左

］

～
～

第
六
号
様
式
（
そ
の
３
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
様
式
（
そ
の
３
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６

号
様
式

（そ
の

３

）記
載

要
領

第
６

号
様

式

（そ
の

３

）記
載

要
領

［１
略

］

［１
同

左

］

２
こ

の
申

告
書

は
事

務
所

又
は

事
業

所
所

在
地

の
道

府
県

知
事

に
１

通
を

提
出

す
る

こ
と

た
だ

し
２

２
こ

の
申

告
書

は
事

務
所

又
は

事
業

所
所

在
地

の
道

府
県

知
事

に
１

通
を

提
出

す
る

こ
と

た
だ

し
２

、
。

、
、

。
、

以
上

の
道

府
県

に
事

務
所

又
は

事
業

所
を

有
す

る
法

人
は

主
た

る
事

務
所

又
は

事
業

所

（外
国

法
人

に
以

上
の

道
府

県
に

事
務

所
又

は
事

業
所

を
有

す
る

法
人

は
主

た
る

事
務

所
又

は
事

業
所

（外
国

法
人

に
、

、

あ
っ

て
は

法
の

施
行

地
に

お
い

て
行

う
事

業
の

経
営

の
責

任
者

が
主

と
し

て
執

務
す

る
恒

久
的

施
設

）所
あ

っ
て

は
こ

の
法

律
の

施
行

地
に

お
い

て
行

う
事

業
の

経
営

の
責

任
者

が
主

と
し

て
執

務
す

る
恒

久
的

施
、

、

在
地
の
道
府
県

知
事
に
対

し
て
は

写
し

（提
出
用
の
写
し

）１
通
を
添
付
す

る
こ

と
設

）所
在

地
の

道
府

県
知
事
に

対
し
て

は
写
し

（提
出
用
の
写

し

）１
通
を

添
付
す

る
こ
と

、
。

、
。

［３
1
6

略

］

［３
1
6

同
左

］

～
～

1
7

事
業

税
の

「
○

6
0
の

う
ち

見
込

納
付

額

○

7
5

」の
欄

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

３
項

（法
第

7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
1
7

事
業

税
の

「
○

6
0
の

う
ち

見
込

納
付

額

○

7
5

」の
欄

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

３
項

若
し

く
は

第
５

項

（法
第

7
2

、
、

び
第

7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）若
し

く
は

第
５

項

（法
第

7
2
条

の
2
8
第

２
項

条
の

2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

こ
れ

ら
の

規
定

を
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）又
は

令
。

。



並
び

に
第

7
2
条

の
2
9
第

２
項

及
び

第
６

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）又
は

令
和

２
年

旧
法

第
7
2

和
２

年
旧

法
第

7
2
条

の
2
5
第

５
項

（令
和

２
年

旧
法

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
。

条
の

2
5
第

５
項

（令
和

２
年

旧
法

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）の
規

定
に

よ
り

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

が
延

長
さ

れ
て

い
る

法
人

が
事

業
。

を
含

む

）の
規

定
に

よ
り

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

が
延

長
さ

れ
て

い
る

法
人

が
事

業
税

に
つ

き
当

該
申

税
に

つ
き

当
該

申
告

書
の

提
出

前
に

納
付

し
た
金
額
を

記
載

す
る

こ
と

。
。

告
書
の

提
出
前
に

納
付
し
た

金
額
を
記
載

す
る
こ
と

。
［1

8
2
5

略

］

［18
2
5

同
左

］

～
～

第
六
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
六
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様

式
別
表
１

記
載
要
領

第
６

号
様

式
別

表
１

記
載

要
領

１
こ

の
計

算
書

は
通

算
法

人
（法

人
税

法
第

２
条

第
1
2
号

の
７

の
２

に
規

定
す

る
通

算
法

人
を

い
う

以
１

こ
の

計
算

書
は

通
算

法
人

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
2
号

の
７

の
２

に
規

定
す

る
通

算
法

人
を

い
う

以
、

。
、

。

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）及
び

通
算

法
人

で
あ

っ
た

法
人

（法
第

5
3
条

第
３

項

（地
方

税
法

等
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）及
び

通
算

法
人

で
あ

っ
た

法
人

（法
第

5
3
条

第
３

項

（地
方

税
法

等
。

。

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（令
和

２
年

法
律

第
５

号
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て

「令
和

２
年

改
正

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（令
和

２
年

法
律

第
５

号
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て

「令
和

２
年

改
正

。
。

法

」と
い

う

）附
則

第
５

条
第

４
項

又
は

第
５

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

以
下

こ
の

記
載

要
法

」と
い

う

）附
則

第
５
条
第

４
項
又

は
第
５
項
に

お
い
て
準
用

す
る
場
合

を
含
む

）

第
８

項
第
1

。
。

。
。

、
、

領
に

お
い

て
同

じ

）

第
８

項
第

1
3
項

第
1
9
項

又
は

第
2
6
項

（令
和

２
年

改
正

法
附

則
第

５
条

第
６

3
項

第
19

項
又

は
第
26

項

（令
和

２
年

改
正
法
附

則
第
５

条
第

６
項
に

お
い

て
準
用

す
る
場

合
を

含
む

）

。
、

、
、

、
。

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）の
規

定
の

適
用

を
受

け
よ

の
規

定
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

通
算

法
人

で
あ

っ
た

法
人

に
限

る

）が
記

載
し

第
６

号
様

式
第

。
。

。
、

、

う
と

す
る

通
算

法
人

で
あ

っ
た

法
人

に
限

る

）が
記

載
し

第
６

号
様

式
第

６
号

様
式

（そ
の

２

）又
６

号
様

式

（そ
の

２

）又
は

第
６

号
様
式

（そ
の

３

）の
申

告
書

に
添
付

す
る

こ
と

。
、

、
。

は
第
６
号

様
式

（そ
の
３

）の
申
告
書

に
添
付
す

る
こ
と

。

［２
４

略

］

［２
４

同
左

］

～
～

５

「通
算

対
象

欠
損

金
額

④

」の
欄

は
当

該
事

業
年

度
に

お
い

て
生

じ
た

通
算

対
象

欠
損

金
額

（法
第

5
3

５

「通
算

対
象

欠
損

金
額

④

」の
欄

は
当

該
事

業
年

度
に

お
い

て
生

じ
た

通
算

対
象

欠
損

金
額

（法
第

5
3

、
、

条
第

1
1
項

に
規

定
す

る
通

算
対

象
欠

損
金

額
を

い
う

）が
あ

る
場

合
に

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

７
の

条
第

1
1
項

に
規

定
す

る
通

算
対

象
欠

損
金

額
を

い
う

）が
あ

る
場

合
に

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

７
の

。
、

。
、

２

）の

「通
算

対
象
欠
損

金
額
(
5)

」の
欄

の
金
額
を

記
載
す
る

こ
と

３

）の

「通
算

対
象

欠
損

金
額
(
5)

」の
欄

の
金
額
を

記
載
す
る

こ
と

。
。

［６
８

略

］

［６
８

同
左

］

～
～

９

「法
人

税
法

の
規

定
に

よ
っ

て
計

算
し

た
法

人
税

額
⑧

」の
欄

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１

）の
９

「法
人

税
法

の
規

定
に

よ
っ

て
計

算
し

た
法

人
税

額
⑧

」の
欄

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１

）の
、

、

「法
人

税
額

計

」の
欄

の
金

額

（こ
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

の
支

出
の

額
の

4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ

「法
人

税
額

計

」の
欄

の
金

額

（こ
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

の
支

出
の

額
の

4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
当

該

「法
人

税
額

計

」の
欄

の
金

額
に

当
該

額
を

加
算

し
た

金
額

）
（法

人
税

の
明

細
て

い
る

場
合

に
は

当
該

「法
人

税
額

計

」の
欄

の
金

額
に

当
該

額
を

加
算

し
た

金
額

）
（法

人
税

の
明

細
、

、

書

（別
表

６
(
2
)
付

表
６

）の

「７
の

計

」又
は

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
9
)
付

表

）の
(
3
7
)
若

し
く

は
書

（別
表

６
(
2
)
付

表
６

）の

「７
の

計

」又
は

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
9
)
付

表

）の
(
3
1
)
若

し
く

は

(
4
2
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

租
税

特
別

措
置

法
第

4
2
条

の
４

第
４

項
に

規
定

す
(
3
6
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

租
税

特
別

措
置

法
第

4
2
条

の
４

第
４

項
に

規
定

す
、

、

る
中

小
企

業
者

等

（政
令

附
則

第
５

条
の

２
の

３
の

通
算

子
法

人
を

含
む

）に
該

当
し

な
い

法
人

の
法

人
る

中
小

企
業

者
等

（政
令

附
則

第
５

条
の

２
の

３
の

通
算

子
法

人
を

含
む

）に
該

当
し

な
い

法
人

の
法

人
。

。

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
1
0
)
付

表

）の
(
3
0
)
又

は
(
3
5
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

及
税

の
明

細
書

（別
表

６
(
1
0
)
付

表

）の
(
3
0
)
又

は
(
3
5
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

及

び
同

法
第

4
2
条

の
1
2
の

５
第

２
項

に
規

定
す

る
中

小
企

業
者

等
に

該
当

し
な

い
法

人
の

法
人

税
の

明
細

書
び

同
法

第
4
2
条

の
1
2
の

５
第

２
項

に
規

定
す

る
中

小
企

業
者

等
に

該
当

し
な

い
法

人
の

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
1
4
)
付

表
２

）の
(
1
9
)
又

は
(
2
4
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

を
除

く

）

（別
表

６
(
1
4
)
付

表

）の
(
1
9
)
又

は
(
2
4
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

を
除

く

）を
。

。

を
記

載
し

括
弧

内
に

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１

）の

「税
額

控
除

超
過

額
相

当
額

等
の

加
算

額

」の
記

載
し

括
弧

内
に

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１

）の

「税
額

控
除

超
過

額
相

当
額

等
の

加
算

額

」の
欄

、
、

欄
の

金
額

（法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
2
)
付

表
６

）の

「７
の

計

」又
は

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
の

金
額

（法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
2
)
付

表
６

）の

「７
の

計

」又
は

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
9
)

(
9
)
付

表

）の
(
3
7)
若

し
く
は
(
4
2)

の
各
欄
に
金
額

の
記
載
が

あ
る
場
合

の
当
該

金
額

同
法

第
4
2
条

の
４

第
付

表

）の
(
3
1
)
若

し
く

は
(
3
6
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

同
法

第
4
2
条

の
４

第
４

、
、

４
項

に
規

定
す

る
中

小
企

業
者

等

（政
令

附
則

第
５

条
の

２
の

３
の

通
算

子
法

人
を

含
む

）に
該

当
し

な
項

に
規

定
す

る
中

小
企

業
者

等

（政
令

附
則

第
５

条
の

２
の

３
の

通
算

子
法

人
を

含
む

）に
該

当
し

な
い

。
。

い
法

人
の

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
1
0
)
付

表

）の
(
3
0
)
又

は
(
3
5
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
法

人
の

法
人

税
の

明
細

書
（別

表
６

(
1
0
)
付

表

）の
(
3
0
)
又

は
(
3
5
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

の
当

該
金

額
及

び
同

法
第

4
2
条

の
1
2
の

５
第

２
項

に
規

定
す

る
中

小
企

業
者

等
に

該
当

し
な

い
法

人
の

法
人

当
該

金
額

及
び

同
法

第
4
2
条

の
1
2
の

５
第

２
項

に
規

定
す

る
中

小
企

業
者

等
に

該
当

し
な

い
法

人
の

法
人

税



税
の

明
細

書

（別
表

６
(
1
4
)
付

表
２

）の
(
1
9
)
又

は
(
2
4
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

の
明

細
書

（別
表

６
(
1
4
)
付

表

）の
(
1
9
)
又

は
(
2
4
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

を
除

を
除

く

）

使
途

秘
匿

金
の

支
出

に
対

す
る

法
人

税
額

及
び

土
地

譲
渡

利
益

金
額

に
対

す
る

法
人

税
額

の
く

）

使
途

秘
匿

金
の

支
出

に
対

す
る

法
人

税
額

及
び

土
地

譲
渡

利
益

金
額

に
対

す
る

法
人

税
額

の
合

計
。

、
。

、

合
計
額
を
記

載
す
る
こ
と

額
を

記
載

す
る

こ
と

。
。

［1
0

略

］

［1
0

同
左

］

1
1

「控
除

対
象

通
算

適
用

前
欠

損
調

整
額

控
除

対
象

合
併

等
前

欠
損

調
整

額
控

除
対

象
通

算
対

象
所

得
1
1

「控
除

対
象

通
算

適
用

前
欠

損
調

整
額

控
除

対
象

合
併

等
前

欠
損

調
整

額
控

除
対

象
通

算
対

象
所

得
、

、
、

、

調
整

額
控

除
対

象
配

賦
欠

損
調

整
額

控
除

対
象

個
別

帰
属

調
整

額
及

び
控

除
対

象
個

別
帰

属
税

額
の

控
調

整
額

控
除

対
象

配
賦

欠
損

調
整

額
控

除
対

象
個

別
帰

属
調

整
額

及
び

控
除

対
象

個
別

帰
属

税
額

の
控

、
、

、
、

除
額

⑪

」の
欄

は
法

第
5
3
条

第
３

項
第

８
項

第
1
3
項

又
は

第
1
9
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
除

額
⑪

」の
欄

は
法

第
5
3
条

第
３

項

（令
和

２
年

改
正

法
附

則
第

５
条

第
４

項
又

は
第

５
項

に
お

い
て

準
、

、
、

、

第
６

号
様

式
別

表
２

の

「当
期

控
除

額
⑤

」の

「計

」

第
６

号
様

式
別

表
２

の
２

の

「当
期

控
除

額
用

す
る

場
合

を
含

む

）

第
８

項
第

1
3
項

又
は

第
1
9
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
第

６
号

様
、

、
。

、
、

、

⑤

」の

「計

」

第
６

号
様

式
別

表
２

の
３

の

「当
期

控
除

額
⑤

」の

「計

」

第
６

号
様

式
別

表
２

の
４

式
別

表
２

の

「当
期

控
除

額
⑤

」の

「計

」

第
６

号
様

式
別

表
２

の
２

の

「当
期

控
除

額
⑤

」の

「計

」

、
、

、

の

「当
期

控
除

額
⑤

」の
「計

」

第
６

号
様

式
別

表
２

の
７

の

「当
期

控
除

額
⑤

」の

「計

」及
び

第
６

第
６

号
様

式
別

表
２

の
３

の

「当
期

控
除

額
⑤

」の

「計

」

第
６

号
様

式
別

表
２

の
４

の

「当
期

控
除

、
、

、

号
様
式
別
表

２
の
８
の

「当
期
控
除
額

④

」の

「計

」の
各
欄
の
金

額
の
合
計

額
を

記
載

す
る

こ
と

額
⑤

」の

「計

」

第
６

号
様

式
別

表
２

の
７

の

「当
期

控
除

額
⑤

」の

「計

」及
び

第
６

号
様

式
別

表
２

。
、

の
８

の

「当
期

控
除

額
④

」の

「計

」の
各

欄
の
金

額
の

合
計
額

を
記
載
す
る

こ
と
。

1
2

「控
除

対
象

還
付

法
人

税
額

控
除

対
象

還
付

対
象

欠
損

調
整

額
及

び
控

除
対

象
個

別
帰

属
還

付
税

額
の

1
2

「控
除

対
象

還
付

法
人

税
額

控
除

対
象

還
付

対
象

欠
損

調
整

額
及

び
控

除
対

象
個

別
帰

属
還

付
税

額
の

、
、

控
除

額
⑫

」の
欄

は
法

第
5
3
条

第
2
3
項

又
は

第
2
6
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
第

６
号

様
式

別
控

除
額

⑫

」の
欄

は
法

第
5
3
条

第
2
3
項

又
は

第
2
6
項

（令
和

２
年

改
正

法
附

則
第

５
条

第
６

項
に

お
い

て
、

、
、

表
２

の
５

の

「当
期

控
除

額
④

」の

「計
」及

び
第

６
号

様
式

別
表

２
の

６
の

「当
期

控
除

額
⑤

」の
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
第

６
号

様
式

別
表

２
の

５
の

「当
期

控
除

。
、

「計

」の
各
欄
の
金

額
の
合
計

額
を
記
載
す

る
こ
と

額
④

」の

「計

」及
び

第
６

号
様

式
別

表
２

の
６

の

「当
期

控
除

額
⑤

」の

「計

」の
各

欄
の

金
額

の
合

計
。

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式

別
表
１
の

２
記
載
要
領

第
６

号
様

式
別

表
１

の
２

記
載
要
領

［１
３

略

］

［１
３

同
左

］

～
～

４

「法
人

税
法

の
規

定
に

よ
っ

て
計

算
し

た
法

人
税

額
①

」の
欄

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１
の

２

）

４

「法
人

税
法

の
規

定
に

よ
っ

て
計

算
し

た
法

人
税

額
①

」の
欄

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１
の

３

）

、
、

の

「法
人
税
額
計

(
6
)

」及
び

「法
人
税
額
計

(
2
6)

」の
欄
の
金
額

（こ
れ
ら
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

の
の

「法
人

税
額

計
(
6
)

」及
び

「法
人
税

額
計

(
2
9)

」の
欄
の

金
額

（こ
れ
ら

の
欄
の

上
段
に

使
途

秘
匿

金
の

支
出

の
額

の
4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
当

該
欄

の
金

額
に

当
該

額
を

加
算

し
た

金
額

）

支
出

の
額

の
4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
当

該
欄

の
金

額
に

当
該

額
を

加
算

し
た

金
額

）

、
、

を
記

載
し

括
弧

内
に

は
特

別
控

除
取

戻
税

額
使

途
秘

匿
金

の
支

出
に

対
す

る
法

人
税

額
及

び
土

地
譲

渡
を

記
載

し
括

弧
内

に
は

特
別

控
除

取
戻

税
額

使
途

秘
匿

金
の

支
出

に
対

す
る

法
人

税
額

及
び

土
地

譲
渡

、
、

、
、

利
益

金
額
に
対

す
る
法
人
税

額
の
合
計

額
を
記
載

す
る
こ
と

利
益

金
額

に
対

す
る

法
人

税
額
の

合
計

額
を

記
載

す
る
こ
と

。
。

第
六
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６

号
様
式
別
表

２
の
３
記

載
要
領

第
６

号
様

式
別

表
２

の
３

記
載

要
領

［１
略

］

［１
同

左
］

２

「通
算

対
象

所
得

金
額

①

」の
欄

は
通

算
対

象
所

得
金

額
の

生
じ

た
各

事
業

年
度

に
つ

い
て

当
該

事
２

「通
算

対
象

所
得

金
額

①

」の
欄

は
通

算
対

象
所

得
金

額
の

生
じ

た
各

事
業

年
度

に
つ

い
て

当
該

事
、

、
、

、

業
年

度
の

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

７
の

２

）の

「通
算

対
象

所
得

金
額

(
1
1
)

」の
欄

の
金

額
を

記
載

す
る

業
年

度
の

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

７
の

３

）の

「通
算

対
象

所
得

金
額

(
1
1
)

」の
欄

の
金

額
を

記
載

す
る

こ
と

こ
と

。
。

［３
５

略

］

［３
５

同
左

］

～
～



第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十

挿
入
］

［
様
式

別
紙
九

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様

式
別
表
５
の

２
記
載
要

領
第

６
号

様
式

別
表

５
の

２
記
載

要
領

［１
６

略

］

［１
６

同
左

］

～
～

７

「国
内

に
お

け
る

所
得

等
課

税
事

業
に

係
る

期
末

の
従

業
者

数
㉑

」か
ら

「計
㉔

」ま
で

の
各

欄
は

法
７

「国
内

に
お

け
る

所
得

等
課

税
事

業
に

係
る

期
末

の
従

業
者

数
㉑

」か
ら

「計
㉔

」ま
で

の
各

欄
は

法
、

、

第
7
2
条

の
２

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

事
業

同
項

第
３

号
に

掲
げ

る
事

業
及

び
同

項
第

４
号

に
掲

げ
る

事
第

7
2
条

の
２

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

事
業

同
項

第
３

号
に

掲
げ

る
事

業
及

び
同

項
第

４
号

に
掲

げ
る

事
、

、

業
の

う
ち

２
以

上
の

事
業

を
併

せ
て

行
う

法
人

が
記

載
し

次
に

掲
げ

る
場

合
に

該
当

す
る

と
き

は

「国
業

の
う

ち
２

以
上

の
事

業
を

併
せ

て
行

う
法

人
が

記
載

し
次

に
掲

げ
る

場
合

に
該

当
す

る
と

き
は

「国
、

、
、

、

内
に

お
け

る
所

得
等

課
税

事
業

に
係

る
期

末
の

従
業

者
数

㉑

」の
欄

に
は

当
該

事
業

年
度

に
属

す
る

各
月

内
に

お
け

る
所

得
等

課
税

事
業

に
係

る
期

末
の

従
業

者
数

㉑

」の
欄

に
は

当
該

事
業

年
度

に
属

す
る

各
月

、
、

の
末

日
現

在
に

お
け

る
法

の
施

行
地

内
に

有
す

る
事

務
所

又
は

事
業

所
の

従
業

者
の

う
ち

同
項

第
１

号
に

掲
の

末
日

現
在

に
お

け
る

法
の

施
行

地
内

に
有

す
る

事
務

所
又

は
事

業
所

の
従

業
者

の
う

ち
同

項
第

１
号

に
掲

げ
る

事
業

（非
課

税
事

業
を

除
く

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「所
得

等
課

税
事

業

」と
い

う

）に
げ

る
事

業

（非
課

税
事

業
を

除
く

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「所
得

等
課

税
事

業

」と
い

う

）に
。

。
。

。

係
る

者
の

数
を

合
計

し
た

数
を

当
該

事
業

年
度

の
月

数
で

除
し

て
得

た
数

（そ
の

数
に

１
人

に
満

た
な

い
端

係
る

者
の

数
を

合
計

し
た

数
を

当
該

事
業

年
度

の
月

数
で

除
し

て
得

た
数

（そ
の

数
に

１
人

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

こ
れ

を
１

人
と

す
る

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）を
記

載
し

「国
数

を
生

じ
た

と
き

は
こ

れ
を

１
人

と
す

る
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）を
記

載
し

「国
、

。
。

、
、

。
。

、

内
に

お
け

る
収

入
金

額
等

課
税

事
業

に
係

る
期

末
の

従
業

者
数

㉒

」の
欄

に
は

当
該

事
業

年
度

に
属

す
る

内
に

お
け

る
収

入
金

額
等

課
税

事
業

に
係

る
期

末
の

従
業

者
数

㉒

」の
欄

に
は

各
事

業
年

度
に

属
す

る
各

、
、

各
月

の
末

日
現

在
に

お
け

る
法

の
施

行
地

内
に

有
す

る
事

務
所

又
は

事
業

所
の

従
業

者
の

う
ち

同
項

第
３

号
月

の
末

日
現

在
に

お
け

る
法

の
施

行
地

内
に

有
す

る
事

務
所

又
は

事
業

所
の

従
業

者
の

う
ち

同
項

第
３

号
に

に
掲

げ
る

事
業

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「収
入

金
額

等
課

税
事

業

」と
い

う

）に
係

る
者

の
数

掲
げ

る
事

業

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「収
入

金
額

等
課

税
事

業

」と
い

う

）に
係

る
者

の
数

を
。

。

を
合

計
し

た
数

を
当

該
事

業
年

度
の

月
数

で
除

し
て

得
た

数
（そ

の
数

に
１

人
に

満
た

な
い

端
数

を
生

じ
た

合
計

し
た

数
を

当
該

事
業

年
度

の
月

数
で

除
し

て
得

た
数

（そ
の

数
に

１
人

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じ

た
と

と
き

は
こ

れ
を

１
人

と
す

る
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）を
記

載
し

「国
内

に
お

け
る

き
は

こ
れ

を
１

人
と

す
る

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）を
記

載
し

「国
内

に
お

け
る

特
、

。
。

、
、

。
。

、

特
定

ガ
ス

供
給

業
に

係
る

期
末

の
従

業
者

数
㉓

」の
欄

に
は

当
該

事
業

年
度

に
属

す
る

各
月

の
末

日
現

在
定

ガ
ス

供
給

業
に

係
る

期
末

の
従

業
者

数
㉓

」の
欄

に
は

各
事

業
年

度
に

属
す

る
各

月
の

末
日

現
在

に
お

、
、

に
お

け
る

法
の

施
行

地
内

に
有

す
る

事
務

所
又

は
事

業
所

の
従

業
者

の
う

ち
同

項
第

４
号

に
掲

げ
る

事
業

け
る

法
の

施
行

地
内

に
有

す
る

事
務

所
又

は
事

業
所

の
従

業
者

の
う

ち
同

項
第

４
号

に
掲

げ
る

事
業

（以
下

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「特
定

ガ
ス

供
給

業

」と
い

う

）に
係

る
者

の
数

を
合

計
し

た
数

を
当

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「特
定

ガ
ス

供
給

業

」と
い

う

）に
係

る
者

の
数

を
合

計
し

た
数

を
当

該
事

業
。

。

該
事

業
年

度
の

月
数

で
除

し
て

得
た

数

（そ
の

数
に

１
人

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

こ
れ

を
１

年
度

の
月

数
で

除
し

て
得

た
数

（そ
の

数
に

１
人

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

こ
れ

を
１

人
と

す
、

、

人
と

す
る

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）を
記

載
し

「計
㉔

」の
欄

に
は

当
該

事
業

年
度

る
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）を
記

載
し

「計
㉔

」の
欄

に
は

各
事

業
年

度
に

属
す

る
。

。
、

、
。

。
、

、

に
属

す
る

各
月

の
末

日
現

在
に

お
け

る
法

の
施

行
地

内
に

有
す

る
事

務
所

又
は

事
業

所
の

従
業

者
の

う
ち

所
各

月
の

末
日

現
在

に
お

け
る

法
の

施
行

地
内

に
有

す
る

事
務

所
又

は
事

業
所

の
従

業
者

の
う

ち
所

得
等

課
税

得
等

課
税

事
業

に
係

る
者

の
数

を
合

計
し

た
数

を
当

該
事

業
年

度
の

月
数

で
除

し
て

得
た

数
当

該
事

業
年

事
業

に
係

る
者

の
数

を
合

計
し

た
数

を
当

該
事

業
年

度
の

月
数

で
除

し
て

得
た

数
各

事
業

年
度

に
属

す
る

、
、

度
に

属
す

る
各

月
の

末
日

現
在

に
お

け
る

法
の

施
行

地
内

に
有

す
る

事
務

所
又

は
事

業
所

の
従

業
者

の
う

ち
各

月
の

末
日

現
在

に
お

け
る

法
の

施
行

地
内

に
有

す
る

事
務

所
又

は
事

業
所

の
従

業
者

の
う

ち
収

入
金

額
等

収
入

金
額

等
課

税
事

業
に

係
る

者
の

数
を

合
計

し
た

数
を

当
該

事
業

年
度

の
月

数
で

除
し

て
得

た
数

及
び

当
課

税
事

業
に

係
る

者
の

数
を

合
計

し
た

数
を

当
該

事
業

年
度

の
月

数
で

除
し

て
得

た
数

及
び

各
事

業
年

度
に

該
事

業
年

度
に

属
す

る
各

月
の

末
日

現
在

に
お

け
る

法
の

施
行

地
内

に
有

す
る

事
務

所
又

は
事

業
所

の
従

業
属

す
る

各
月

の
末

日
現

在
に

お
け

る
法

の
施

行
地

内
に

有
す

る
事

務
所

又
は

事
業

所
の

従
業

者
の

う
ち

特
定

者
の

う
ち

特
定

ガ
ス

供
給

業
に

係
る

者
の

数
を

合
計

し
た

数
を

当
該

事
業

年
度

の
月

数
で

除
し

て
得

た
数

を
ガ

ス
供

給
業

に
係

る
者

の
数

を
合

計
し

た
数

を
当

該
事

業
年

度
の

月
数

で
除

し
て

得
た

数
を

合
計

し
た

数
を

合
計
し

た
数
を
記
載

す
る
こ
と

記
載

す
る

こ
と

。
。

［(1
)

(4
)

略

］

［(
1)

(
4)

同
左

］

～
～

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
一

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
三
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
三
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
三

挿
入
］

第
６
号
様
式

別
表
５
の

２
の
３
記

載
要
領

第
６

号
様

式
別

表
５

の
２

の
３
記

載
要
領

１
こ

の
計

算
書

は
法

第
7
2
条

の
2
1
第

１
項

第
１

号
か

ら
第

３
号

ま
で

若
し

く
は

第
２

項
法

第
7
2
条

の
2
2

１
こ

の
計

算
書

は
法

第
7
2
条

の
2
1
第

１
項

第
１

号
か

ら
第

３
号

ま
で

若
し

く
は

第
２

項
法

第
7
2
条

の
2
2

、
、

、
、



法
附

則
第

９
条

第
１

項
第

４
項

か
ら

第
７

項
ま

で
第

1
7
項

若
し

く
は

第
2
3
項

地
方

税
法

等
の

一
部

法
附

則
第

９
条

第
１

項
第

４
項

か
ら

第
７

項
ま

で
若

し
く

は
第

1
7
項

地
方

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

、
、

、
、

、
、

、

を
改

正
す

る
法

律

（令
和

２
年

法
律

第
５

号

）附
則

第
１

条
第

５
号

に
掲

げ
る

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
法

る
法

律

（令
和

２
年

法
律

第
５

号

）附
則

第
１

条
第

５
号

に
掲

げ
る

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
法

（以
下

こ
の

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「令
和

２
年

旧
法

」と
い

う

）第
7
2
条

の
2
1
第

１
項

第
１

号
か

ら
第

３
記

載
要

領
に

お
い

て

「令
和

２
年

旧
法

」と
い

う

）第
7
2
条

の
2
1
第

１
項

第
１

号
か

ら
第

３
号

ま
で

令
。

。
、

号
ま

で
令

和
２

年
旧

法
附

則
第

９
条

第
１

項
若

し
く

は
第

７
項

又
は

政
令

第
2
0
条

の
２

の
2
6
の

規
定

の
適

和
２

年
旧

法
附

則
第

９
条

第
１

項
若

し
く

は
第

７
項

又
は

政
令

第
2
0
条

の
２

の
2
6
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
、

用
を

受
け

る
法

人
が

資
本

割
の

課
税

標
準

と
な

る
資

本
金

等
の

額
の

計
算

を
行

う
場

合
に

記
載

し
第

６
法

人
が

資
本

割
の

課
税

標
準

と
な

る
資

本
金

等
の

額
の

計
算

を
行

う
場

合
に

記
載

し
第

６
号

様
式

別
表

、
、

、
、

号
様
式
別
表
５

の
２
に
併

せ
て
提
出

す
る
こ
と

５
の

２
に

併
せ

て
提

出
す

る
こ

と
。

。

［２
６

略
］

［２
６

同
左

］

～
～

７
次

に
掲

げ
る

場
合

に
該

当
す

る
場

合
に

は

「国
内

に
お

け
る

非
課

税
事

業
又

は
収

入
金

額
課

税
事

業
に

７
次

に
掲

げ
る

場
合

に
該

当
す

る
場

合
に

は

「国
内

に
お

け
る

非
課

税
事

業
又

は
収

入
金

額
課

税
事

業
に

、
、

係
る

期
末

の
従

業
者

数
㊶

」の
欄

に
は

当
該

事
業

年
度

に
属

す
る

各
月

の
末

日
現

在
に

お
け

る
恒

久
的

施
係

る
期

末
の

従
業

者
数

㊳

」の
欄

に
は

当
該

事
業

年
度

に
属

す
る

各
月

の
末

日
現

在
に

お
け

る
恒

久
的

施
、

、

設
の

従
業

者
の

う
ち

非
課

税
事

業
又

は
収

入
金

額
課

税
事

業

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「非
課

税
事

設
の

従
業

者
の

う
ち

非
課

税
事

業
又

は
収

入
金

額
課

税
事

業

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「非
課

税
事

業
等

」と
い

う

）に
係

る
者

の
数

を
合

計
し

た
数

を
当

該
事

業
年

度
の

月
数

で
除

し
て

得
た

数

（そ
の

数
業

等

」と
い

う

）に
係

る
者

の
数

を
合

計
し

た
数

を
当

該
事

業
年

度
の

月
数

で
除

し
て

得
た

数

（そ
の

数
。

。

に
１

人
に

満
た

な
い

端
数

を
生

じ
た

と
き

は
こ

れ
を

１
人

と
す

る
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ
に

１
人

に
満

た
な

い
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

こ
れ

を
１

人
と

す
る

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

、
。

、
。

）を
記

載
し

「国
内

に
お

け
る

事
務

所
又

は
事

業
所

の
期

末
の

従
業

者
数

㊷

」の
欄

に
は

当
該

事
業

）を
記

載
し

「国
内

に
お

け
る

事
務

所
又

は
事

業
所

の
期

末
の

従
業

者
数

㊴

」の
欄

に
は

各
事

業
年

。
、

、
。

、
、

年
度

に
属

す
る

各
月

の
末

日
現

在
に

お
け

る
恒

久
的

施
設

の
従

業
者

の
う

ち
非

課
税

事
業

等
に

係
る

者
の

数
度

に
属

す
る

各
月

の
末

日
現

在
に

お
け

る
恒

久
的

施
設

の
従

業
者

の
う

ち
非

課
税

事
業

等
に

係
る

者
の

数
を

を
合

計
し

た
数

を
当

該
事

業
年

度
の

月
数

で
除

し
て

得
た

数
と

当
該

事
業

年
度

に
属

す
る

各
月

の
末

日
現

在
合

計
し

た
数

を
当

該
事

業
年

度
の

月
数

で
除

し
て

得
た

数
と

各
事

業
年

度
に

属
す

る
各

月
の

末
日

現
在

に
お

に
お

け
る

恒
久

的
施

設
の

従
業

者
の

う
ち

非
課

税
事

業
等

以
外

の
事

業

（法
第

7
2
条

の
２

第
１

項
第

１
号

け
る

恒
久

的
施

設
の

従
業

者
の

う
ち

非
課

税
事

業
等

以
外

の
事

業

（法
第

7
2
条

の
２

第
１

項
第

１
号

第
３

、
、

第
３

号
及

び
第

４
号

に
掲

げ
る

事
業

に
限

る
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て

「そ
の

他
の

事
業

」と
い

う
号

及
び

第
４

号
に

掲
げ

る
事

業
に

限
る

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「そ
の

他
の

事
業

」と
い

う

）

。
。

。

）に
係

る
者

の
数

を
合

計
し

た
数

を
当

該
事

業
年

度
の

月
数

で
除

し
て

得
た

数

（そ
の

数
に

１
人

に
満

た
に

係
る

者
の

数
を

合
計

し
た

数
を

当
該

事
業

年
度

の
月

数
で

除
し

て
得

た
数

（そ
の

数
に

１
人

に
満

た
な

い
。な

い
端
数
を

生
じ
た
と
き

は
こ
れ

を
１
人
と
す

る

）と
を
合
計
し

た
数
を

記
載

す
る

こ
と

端
数

を
生

じ
た

と
き

は
こ

れ
を
１

人
と
す
る

）と
を
合
計
し

た
数
を
記
載

す
る
こ
と

、
。

。
、

。
。

［(
1)

(
3
)

略

］

［(1
)

(3
)

同
左

］

～
～

［８
10

略

］

［８
10

同
左

］

～
～

第
六
号
様
式
別
表
五
の
六
の
二

削
除

第
六
号
様
式
別
表
五
の
六
の
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

※

様
式
省
略

第
六
号
様
式
別
表
九
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
九
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６

号
様
式
別

表
９
記
載
要

領
第

６
号

様
式

別
表

９
記

載
要

領

［１
５

略

］

［１
５

同
左

］

～
～

６

「損
金

算
入

限
度

額
②

」の
欄

は
中

小
法

人
等

事
業

年
度

（法
第

7
2
条

の
2
3
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

そ
６

「損
金

算
入

限
度

額
②

」の
欄

は
中

小
法

人
等

事
業

年
度

（法
第

7
2
条

の
2
3
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

そ
、

、

の
例

に
よ

る
も

の
と

さ
れ

る
政

令
第

2
0
条

の
３

の
規

定
に

よ
る

読
替

え
後

の
法

人
税

法
第

5
7
条

第
1
1
項

各
号

の
例

に
よ

る
も

の
と

さ
れ

る
政

令
第

2
0
条

の
３

の
規

定
に

よ
る

読
替

え
後

の
法

人
税

法
第

5
7
条

第
1
1
項

各
号

又
は

令
和

２
年

所
得

税
法

等
改

正
法

第
３

条
の

規
定

（令
和

２
年

所
得

税
法

等
改

正
法

附
則

第
１

条
第

５
号

又
は

令
和

２
年

所
得

税
法

等
改

正
法

第
３

条
の

規
定

（令
和

２
年

所
得

税
法

等
改

正
法

附
則

第
１

条
第

５
号

ロ
に

掲
げ

る
改

正
規

定
に

限
る

）に
よ

る
改

正
前

の
法

人
税

法

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「令
和

ロ
に

掲
げ

る
改

正
規

定
に

限
る

）に
よ

る
改

正
前

の
法

人
税

法

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「令
和

。
。

２
年

旧
法

人
税

法

」と
い

う

）第
5
7
条

第
1
1
項

各
号

若
し

く
は

第
5
8
条

第
６

項
各

号
に

掲
げ

る
法

人
の

法
２

年
旧

法
人

税
法

」と
い

う

）第
5
7
条

第
1
1
項

各
号

若
し

く
は

第
5
8
条

第
６

項
各

号
に

掲
げ

る
法

人
の

法
。

。

人
税

法
第

5
7
条

第
1
1
項

各
号

又
は

令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

5
7
条

第
1
1
項

各
号

若
し

く
は

第
5
8
条

第
６

項
各

人
税

法
第

5
7
条

第
1
1
項

各
号

又
は

令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

5
7
条

第
1
1
項

各
号

若
し

く
は

第
5
8
条

第
６

項
各

号
に

定
め

る
各

事
業

年
度

及
び

次
に

掲
げ

る
法

人
の

各
事

業
年

度
を

い
う

）に
該

当
し

な
い

事
業

年
度

に
号

に
定

め
る

各
事

業
年

度
及

び
次

に
掲

げ
る

法
人

の
各

事
業

年
度

を
い

う

）に
該

当
し

な
い

事
業

年
度

に
。

。



あ
っ

て
は

「又
は

1
00

」を
抹

消
し

そ
の
他
の
事
業

年
度
に
あ

っ
て
は

「5
0
又

は

」を
抹

消
す

る
こ

と
あ

っ
て

は

「又
は

1
00

」を
抹

消
し

そ
の
他
の
事
業

年
度
に
あ

っ
て
は

「5
0
又

は

」を
抹

消
す
る

こ
と

、
。

、
。

(
1
)

租
税

特
別

措
置

法
第

6
6
条

の
1
1
の

４
第

２
項

又
は

所
得

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律

（令
和

５
年

(1
)

租
税

特
別

措
置

法
第
66

条
の
11

の
５

第
２

項
の
規

定
の

適
用
を

受
け

る
銀
行

等
保

有
株

式
取

得
機

構

法
律

第
３

号

）第
1
0
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

租
税

特
別

措
置

法

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「令
和

５
年

旧
措

置
法

」と
い

う

）第
6
6
条

の
1
1
の

５
第

２
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

銀
行

等
保

有
。

株
式
取
得

機
構

［(2
)

(5
)

略

］

［(
2)

(
5)

同
左

］

～
～

［７
略

］

［７
同

左

］

８
当

該
事

業
年

度
が

法
第

7
2
条

の
2
3
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

そ
の

例
に

よ
る

も
の

と
さ

れ
る

地
方

税
法

施
行

８
当

該
事

業
年

度
が

法
第

7
2
条

の
2
3
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

そ
の

例
に

よ
る

も
の

と
さ

れ
る

政
令

第
2
0
条

の

令
の

一
部
を
改

正
す
る
政
令

（令
和

５
年
政
令

第
1
32

号

）に
よ

る
改
正
前

の
政

令
第
2
0
条

の
３

の
規

定
に

よ
３

の
規

定
に

よ
る

読
替

え
後

の
租
税

特
別

措
置
法
第

6
6
条
の
1
1
の
４

第
１
項
又

は
令
和
２
年

旧
法
第
7
2
条
の
2

る
読

替
え

後
の

令
和

５
年

旧
措

置
法

第
6
6
条

の
1
1
の

４
第

１
項

又
は

令
和

２
年

旧
法

第
7
2
条

の
2
3
第

１
項

若
3
第

１
項

若
し

く
は

第
４
項

の
規

定
に

よ
り
そ

の
例
に
よ

る
も

の
と
さ

れ
る

令
和

２
年
旧

政
令
第
20

条
の
３

第

し
く

は
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

そ
の

例
に

よ
る

も
の

と
さ

れ
る

令
和

２
年

旧
政

令
第

2
0
条

の
３

第
１

項
若

し
１

項
若

し
く

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

読
替

え
後

の
令

和
２

年
旧

措
置

法
第

6
6
条

の
1
1
の

４
第

１
項

の
規

定

く
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
読

替
え

後
の

令
和

２
年

旧
措

置
法

第
6
6
条

の
1
1
の

４
第

１
項

の
規

定
の

適
用

を
の

適
用

を
受

け
る

事
業

年
度

で
あ

る
場

合
に

お
け

る

「当
期

控
除

額
④

（当
該

事
業

年
度

の
③

と

（②
－

当

受
け

る
事

業
年

度
で

あ
る

場
合

に
お

け
る

「当
期

控
除

額
④

（当
該

事
業

年
度

の
③

と

（②
－

当
該

事
業

年
該

事
業

年
度

前
の

④
の

合
計

額

）の
う

ち
少

な
い

金
額

）
」の

欄
の

記
載

に
当

た
っ

て
は

次
に

よ
る

こ
と

、

度
前

の
④
の
合

計
額

）の
う

ち
少
な
い

金
額

）
」の

欄
の
記
載
に

当
た
っ
て

は
次

に
よ

る
こ

と
、

。
。

［(
1)

略

］

［(1
)

同
左

］

(2
)

令
和
５
年
旧

措
置
法
第

66
条
の

11
の
４
第
１
項

第
１
号
又

は
令
和
２
年

旧
措

置
法

第
66

条
の
11

の
４

第
(2

)
租

税
特

別
措

置
法

第
66

条
の

11
の
４

第
１
項

第
１

号
又

は
令
和

２
年

旧
措
置

法
第
66

条
の

11
の
４

第
１

１
項

第
１
号
に
規

定
す
る
特

例
事
業
年

度
に
該
当
す

る
各
事
業

年
度
ご
と

に
第

６
号

様
式

別
表

９
の

２
の

項
第

１
号

に
規

定
す

る
特
例

事
業
年

度
に
該
当
す

る
各
事
業
年

度
ご
と
に

第
６
号
様
式

別
表
９
の

２
の
⑫

⑫
の
欄
の

金
額
を
含

め
て
記
載
す

る
こ
と

の
欄

の
金

額
を

含
め

て
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
六
号
様
式
別
表
九
の
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
九
の
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様

式
別
表
９
の

２
記
載
要

領
第

６
号

様
式

別
表

９
の

２
記
載

要
領

１
こ

の
明

細
書

は
法

第
7
2
条

の
2
3
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

そ
の

例
に

よ
る

も
の

と
さ

れ
る

地
方

税
法

施
行

１
こ

の
明

細
書

は
法

第
7
2
条

の
2
3
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

そ
の

例
に

よ
る

も
の

と
さ

れ
る

政
令

第
2
0
条

の
、

、

令
の
一

部
を
改
正
す

る
政
令

（令
和
５

年
政
令
第
13
2
号

）に
よ
る

改
正
前
の
政

令
第
20

条
の

３
の

規
定

に
よ

３
の

規
定

に
よ

る
読

替
え

後
の

租
税

特
別

措
置

法
第

6
6
条

の
1
1
の

４
第

１
項

又
は

地
方

税
法

等
の

一
部

を
改

る
読

替
え

後
の

所
得

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律

（令
和

５
年

法
律

第
３

号
）第

1
0
条

の
規

定
に

よ
る

正
す

る
法

律

（令
和

２
年

法
律

第
５

号

）附
則

第
１

条
第

５
号

に
掲

げ
る

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
法

（以
下

改
正

前
の

租
税

特
別

措
置

法
第

6
6
条

の
1
1
の

４
第

１
項

又
は

地
方

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律

（令
和

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「令
和

２
年

旧
法

」と
い

う

）第
7
2
条

の
2
3
第

１
項

若
し

く
は

第
４

項
の

規
定

。

２
年

法
律

第
５

号

）附
則

第
１

条
第

５
号

に
掲

げ
る

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
法

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

に
よ

り
そ

の
例

に
よ

る
も
の
と

さ
れ
る

地
方

税
法

施
行

令
の
一

部
を
改
正
す

る
政
令

（令
和

２
年

政
令

第
26
4

い
て

「令
和

２
年

旧
法

」と
い

う

）第
7
2
条

の
2
3
第

１
項

若
し

く
は

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の
例

に
よ

号

）に
よ

る
改

正
前

の
政

令

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「令
和

２
年

旧
政

令

」と
い

う

）第
2
0
条

。
。

る
も
の

と
さ
れ
る

地
方
税
法
施

行
令
の
一

部
を
改
正

す
る
政
令

（令
和
２

年
政

令
第
2
64

号

）に
よ

る
改

正
前

の
３

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

読
替

え
後

の
所

得
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（令
和

の
政

令

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「令
和

２
年

旧
政

令

」と
い

う

）第
2
0
条

の
３

第
１

項
若

し
く

２
年

法
律

第
８

号
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て

「令
和

２
年

所
得

税
法

等
改

正
法

」と
い

う

）第
1
6

。
。

。

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

読
替

え
後

の
所

得
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（令
和

２
年

法
律

第
８

号
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

租
税

特
別

措
置

法
第

6
6
条

の
1
1
の

４
第

１
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

法
人

が
。

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「令
和

２
年

所
得

税
法

等
改

正
法

」と
い

う

）第
1
6
条

の
規

定
に

よ
る

改
記

載
し

第
６

号
様

式
別
表
９

に
併
せ

て
提

出
す

る
こ
と

。
、

。

正
前

の
租

税
特

別
措

置
法

第
6
6
条

の
1
1
の

４
第

１
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

法
人

が
記

載
し

第
６

号
様

、

式
別

表
９
に
併
せ

て
提
出
す

る
こ
と

。

［２
４

略

］

［２
４

同
左

］

～
～

５
租

税
特

別
措

置
法

施
行

規
則

等
の

一
部

を
改

正
す

る
省

令

（令
和

５
年

財
務

省
令

第
1
9
号

）第
１

条
の

規
５

租
税

特
別

措
置

法
施

行
規

則
第

2
2
条

の
1
2
の

２
第

２
項

に
規

定
す

る
適

合
証

明
書

の
写

し
を

添
付

す
る

こ

定
に

よ
る

改
正

前
の

租
税

特
別

措
置

法
施

行
規

則
第

2
2
条

の
1
2
の

２
第

２
項

に
規

定
す

る
適

合
証

明
書

の
写

と
。

し
を
添
付
す

る
こ
と

。

第
七
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
七
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）



［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
七
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
七
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
７
号

様
式
記
載

要
領

第
７

号
様

式
記

載
要

領
［１
・２

略

］

［１

・２
同

左

］

３

（そ
の
１

）の
記
載
に
当
た

て
は

次
に
よ
る
こ

と
３

（そ
の

１

）の
記

載
に

当
た

て
は

次
に
よ

る
こ

と
っ

、
。

っ
、

。

［(
1)

・(
2)

略

］

［(1
)

・(2
)

同
左

］

(3
)

「法
人
税
の
控

除
額
③

」の
欄
は

法
人
税
の
明

細
書

（別
表
17

（３
の

６

）
）の

(3
)
又

は
法

人
税

法
(3

)

「法
人

税
の

控
除

額
③

」の
欄

は
法

人
税
の

明
細

書

（別
表
17

（３
の

６

）
）の

(3
)
又
は
(1
1)

の
欄

、
、

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

（令
和

５
年

財
務

省
令

第
3
4
号

）に
よ

る
改

正
前

の
法

人
税

の
明

細
の

金
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

書

（別
表
17

（３
の
６

）
）
（以

下
こ
の

記
載
要
領

に
お
い
て

「令
和
５
年

旧
法

人
税

の
明

細
書

（別
表
1

7

（３
の
６

）
）と

い
う

）の
(
1
1)
の

各
欄
の
金

額
を
記
載
す

る
こ
と

。
。

［(
4)

・(
5
)

略

］

［(4
)

・(5
)

同
左

］

４

（そ
の
２

）の
記
載
に

当
た

て
は

次
に
よ

る
こ
と

４

（そ
の

２

）の
記

載
に

当
た

て
は

次
に
よ

る
こ

と
っ

、
。

っ
、

。

［(
1
)

・(2
)

略

］

［(
1)

・(
2)

同
左

］

(3
)

「法
人
税

の
控
除
額
③

」の
欄
は

法
人
税
の

明
細
書

（別
表
17

（３
の

６

）
）の

(3
)
又

は
令

和
５

年
(3

)

「法
人

税
の

控
除

額
③

」の
欄

は
法

人
税
の

明
細

書

（別
表
17

（３
の

６

）
）の

(3
)
又
は
(1
1
)
の
欄

、
、

旧
法
人
税
の

明
細
書

（別
表

17

（３
の
６

）
）の

(1
1)

の
各
欄
の
金

額
を
記

載
す

る
こ

と
の

金
額

を
記

載
す

る
こ
と

。
。

［(
4
)

(
6
)

略

］

［(4
)

(6
)

同
左

］

～
～

［５
略

］

［５
同

左

］

第
七
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
七
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
七
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
七
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
７
号

の
２
様
式
記

載
要
領

第
７

号
の

２
様

式
記

載
要

領

［１

・２
略

］

［１

・２
同

左

］

３

（そ
の

１

）の
記

載
に
当
た

て
は

次
に
よ
る
こ

と
３

（そ
の

１

）の
記

載
に

当
た

て
は

次
に
よ

る
こ

と
っ

、
。

っ
、

。

［(
1)

略

］

［(
1
)

同
左

］

(
2
)

「道
府

県
民

税
の

控
除

限
度

額
⑥

」の
欄

は
政

令
第

９
条

の
７

第
６

項
本

文
又

は
地

方
税

法
施

行
令

(
2
)

「道
府

県
民

税
の

控
除

限
度

額
⑥

」の
欄

は
政

令
第

９
条

の
７

第
６

項
本

文
又

は
地

方
税

法
施

行
令

、
、

の
一
部

を
改
正
す

る
政
令

（令
和
２

年
政
令
第
2
64

号

）に
よ
る

改
正
前
の

政
令

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
の

一
部

を
改

正
す

る
政
令

（令
和

２
年

政
令
第
2
64

号

）に
よ

る
改

正
前
の

政
令

（以
下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て

「令
和

２
年

旧
政

令

」と
い

う

）第
９

条
の

７
第

７
項

本
文

の
規

定
に

よ
り

計
算

す
る

法
人

に
お

い
て

「令
和

２
年

旧
政

令

」と
い

う

）第
９

条
の

７
第

７
項

本
文

の
規

定
に

よ
り

計
算

す
る

法
人

に
。

。

あ
っ

て
は

法
人

税
の

控
除

限
度

額

（法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
2
)

）の
(
1
7
)

法
人

税
の

明
細

書
あ

っ
て

は
法

人
税

の
控

除
限

度
額

（法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
2
)

）の
(
1
8
)

法
人

税
の

明
細

書
、

、
、

、

（別
表
６

の
２

(2
)
付
表

）の
(1
3
)
又
は
法

人
税
の
明
細

書

（別
表
６

の
２

）の
(1

1
)

）に
法

第
51

条
第

１

（別
表

６
の

２
(2

)
付

表

）の
(1

3
)
又

は
法

人
税
の

明
細

書

（別
表
６

の
３

）の
(1

1
)

）に
法
第

51
条

第
１

項
に
規
定
す

る
標
準
税

率
を
乗
じ
て

計
算
し
た

金
額
を
記
載

す
る
こ
と

項
に

規
定

す
る

標
準

税
率

を
乗
じ
て

計
算
し
た

金
額
を
記

載
す
る
こ
と

。
。

ま
た

政
令

第
９

条
の

７
第

６
項

た
だ

し
書

又
は

令
和

２
年

旧
政

令
第

９
条

の
７

第
７

項
た

だ
し

書
の

ま
た

政
令

第
９

条
の

７
第

６
項

た
だ

し
書

又
は

令
和

２
年

旧
政

令
第

９
条

の
７

第
７

項
た

だ
し

書
の

、
、

規
定

に
よ

り
計

算
す

る
法

人
に

あ
っ

て
は

第
７

号
の

２
様

式
別

表
２

の
道

府
県

民
税

の
控

除
限

度
額

の
規

定
に

よ
り

計
算

す
る

法
人

に
あ

っ
て

は
第

７
号

の
２

様
式

別
表

２
の

道
府

県
民

税
の

控
除

限
度

額
の

、
、

「合
計
⑦

」の
欄
の
金
額
を

記
載
す
る

こ
と

「合
計

⑦
」の

欄
の
金

額
を

記
載

す
る

こ
と

。
。

［(
3)

(
6)

略

］

［(3
)

(6
)

同
左

］
～

～

４

（そ
の
２

）の
記
載
に
当

た
て
は

次
に
よ

る
こ
と

４

（そ
の

２

）の
記

載
に
当

た
て
は

次
に
よ

る
こ

と
っ

、
。

っ
、

。

［(
1
)

略

］

［(
1)

同
左

］



(
2
)

「道
府

県
民

税
の

控
除

限
度

額
⑥

」の
欄

は
政

令
第

９
条

の
７

第
６

項
本

文
又

は
令

和
２

年
旧

政
令

(
2
)

「道
府

県
民

税
の

控
除

限
度

額
⑥

」の
欄

は
政

令
第

９
条

の
７

第
６

項
本

文
又

は
令

和
２

年
旧

政
令

、
、

第
９

条
の

７
第

７
項

本
文

の
規

定
に

よ
り

計
算

す
る

法
人

に
あ

っ
て

は
法

人
税

の
控

除
限

度
額

（法
人

第
９

条
の

７
第

７
項

本
文

の
規

定
に

よ
り

計
算

す
る

法
人

に
あ

っ
て

は
法

人
税

の
控

除
限

度
額

（法
人

、
、

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
2
)

）の
(
1
7
)

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
の

２
(
2
)
付

表

）の
(
1
3
)
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
(
2
)

）の
(
1
8
)

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
の

２
(
2
)
付

表

）の
(
1
3
)
又

は
法

人
、

、

税
の

明
細

書

（別
表

６
の

２

）の
(
1
1
)

）に
法

第
5
1
条

第
１

項
に

規
定

す
る

標
準

税
率

を
乗

じ
て

計
算

し
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

３

）の
(
1
1
)

）に
法

第
5
1
条

第
１

項
に

規
定

す
る

標
準

税
率

を
乗

じ
て

計
算

し

た
金
額
を

記
載
す
る
こ

と
た

金
額

を
記

載
す

る
こ
と

。
。

ま
た

政
令

第
９

条
の

７
第

６
項

た
だ

し
書

又
は

令
和

２
年

旧
政

令
第

９
条

の
７

第
７

項
た

だ
し

書
の

ま
た

政
令

第
９

条
の

７
第

６
項

た
だ

し
書

又
は

令
和

２
年

旧
政

令
第

９
条

の
７

第
７

項
た

だ
し

書
の

、
、

規
定

に
よ

り
計

算
す

る
法

人
に

あ
っ

て
は

第
７

号
の

２
様

式
別

表
２

の
道

府
県

民
税

の
控

除
限

度
額

の
規

定
に

よ
り

計
算

す
る

法
人

に
あ

っ
て

は
第

７
号

の
２

様
式

別
表

２
の

道
府

県
民

税
の

控
除

限
度

額
の

、
、

「合
計
⑦

」の
欄
の
金
額

を
記
載
す

る
こ
と

「合
計

⑦

」の
欄

の
金
額

を
記
載

す
る
こ

と
。

。

(
3
)

「市
町

村
民

税
の

控
除

限
度

額
⑦

」の
欄

は
政

令
第

4
8
条

の
1
3
第

７
項

本
文

又
は

令
和

２
年

旧
政

令
(
3
)

「市
町

村
民

税
の

控
除

限
度

額
⑦

」の
欄

は
政

令
第

4
8
条

の
1
3
第

７
項

本
文

又
は

令
和

２
年

旧
政

令
、

、

第
4
8
条

の
1
3
第

８
項

本
文

の
規

定
に

よ
り

計
算

す
る

法
人

に
あ

っ
て

は
法

人
税

の
控

除
限

度
額

（法
人

第
4
8
条

の
1
3
第

８
項

本
文

の
規

定
に

よ
り

計
算

す
る

法
人

に
あ

っ
て

は
法

人
税

の
控

除
限

度
額

（法
人

、
、

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
2
)

）の
(
1
7
)

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
の

２
(
2
)
付

表

）の
(
1
3
)
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
(
2
)

）の
(
1
8
)

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
の

２
(
2
)
付

表

）の
(
1
3
)
又

は
法

人
、

、

税
の
明

細
書

（別
表
６

の
２

）の
(
11
)

）に
法
第

3
14
条
の
４

第
１
項
に

規
定

す
る

標
準

税
率

を
乗

じ
て

計
税

の
明

細
書

（別
表
６

の
３

）の
(
11
)

）に
法
第

3
14
条
の
４

第
１

項
に

規
定
す

る
標
準

税
率
を

乗
じ
て
計

算
し
た
金

額
を
記
載
す

る
こ
と

算
し

た
金

額
を

記
載

す
る
こ

と
。

。

ま
た

政
令

第
4
8
条

の
1
3
第

７
項

た
だ

し
書

又
は

令
和

２
年

旧
政

令
第

4
8
条

の
1
3
第

８
項

た
だ

し
書

の
ま

た
政

令
第

4
8
条

の
1
3
第

７
項

た
だ

し
書

又
は

令
和

２
年

旧
政

令
第

4
8
条

の
1
3
第

８
項

た
だ

し
書

の
、

、

規
定

に
よ

り
計

算
す

る
法

人
に

あ
っ

て
は

第
2
0
号

の
４

様
式

別
表

２
の

市
町

村
民

税
の

控
除

限
度

額
の

規
定

に
よ

り
計

算
す

る
法

人
に

あ
っ

て
は

第
2
0
号

の
４

様
式

別
表

２
の

市
町

村
民

税
の

控
除

限
度

額
の

、
、

「合
計
⑦

」の
欄
の
金
額

を
記
載
す

る
こ
と

「合
計

⑦

」の
欄

の
金
額

を
記
載

す
る
こ

と
。

。

［(
4
)

(
8
)

略

］

［(4
)

(8
)

同
左

］

～
～

第
七
号
の
二
様
式
別
表
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
七
号
の
二
様
式
別
表
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
７
号

の
２
様
式

別
表
３
記

載
要
領

第
７

号
の

２
様

式
別

表
３

記
載

要
領

［１
３

略

］

［１
３

同
左

］

～
～

４

「分
割

法
人

等
の

調
整

国
外

所
得

金
額

又
は

個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

②
」の

欄
は

「被
合

併
法

人
等

４

「分
割

法
人

等
の

調
整

国
外

所
得

金
額

又
は

個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

②

」の
欄

は

「被
合

併
法

人
等

、
、

の
控

除
余

裕
額

①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
分

割
法

人
等

の
法

人
税

の
明

細
の

控
除

余
裕

額
①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
分

割
法

人
等

の
法

人
税

の
明

細

書

（別
表

６
(
2
)

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
6
)

」の
欄

の
金

額
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２
(
2
)

書

（別
表

６
(
2
)

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
7
)

」の
欄

の
金

額
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２
(
2
)

、
、

付
表

）の

「個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２

）の
付

表

）の

「個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

３

）の

「調
整
国
外

所
得
金
額

(1
0
)

」の
欄
の
金

額
を
記
載

す
る
こ
と

「調
整

国
外

所
得

金
額

(1
0
)

」の
欄

の
金

額
を
記
載

す
る
こ

と
。

。

［５
・
６

略

］

［５
・

６
同

左

］

７

「分
割

法
人

等
の

外
国

の
法

人
税

等
の

額
⑥

」の
欄

は

「被
合

併
法

人
等

の
控

除
限

度
額

を
超

え
る

外
７

「分
割

法
人

等
の

外
国

の
法

人
税

等
の

額
⑥

」の
欄

は

「被
合

併
法

人
等

の
控

除
限

度
額

を
超

え
る

外
、

、

国
税

額
⑤

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
分

割
法

人
等

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
国

税
額

⑤

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
分

割
法

人
等

の
法

人
税

の
明

細
書

（別

表
６

（２
の

２

）
）の

「当
期

の
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
(
2
1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

法
施

行
規

則
表

６

（２
の

２

）
）の

「当
期

の
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
又

は
個

別
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
(
2
1
)

」の

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

（令
和

５
年

財
務

省
令

第
3
4
号

）に
よ

る
改

正
前

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
欄

の
金

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

（２
の

２

）
）の

「当
期

の
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
又

は
個

別
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
(
2
1
)

」の
欄

の

金
額

を
記
載
す
る

こ
と

。

［８
略

］

［８
同

左
］

第
七
号
の
二
様
式
別
表
四
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
七
号
の
二
様
式
別
表
四
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
７
号
の
２

様
式
別
表

４
記
載
要

領
第

７
号

の
２

様
式

別
表

４
記
載

要
領

［１
３

略

］

［１
３

同
左

］

～
～



４

「当
該

法
人

の
調

整
国

外
所

得
金

額
又

は
個

別
調

整
国

外
所

得
金

額
②

」の
欄

は

「当
該

法
人

の
控

除
４

「当
該

法
人

の
調

整
国

外
所

得
金

額
又

は
個

別
調

整
国

外
所

得
金

額
②

」の
欄

は

「当
該

法
人

の
控

除
、

、

余
裕

額
①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
(
2
)

）の
余

裕
額

①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
(
2
)

）の

「調
整
国
外
所

得
金
額
(
1
6)

」の
欄
の
金
額

法
人
税
の

明
細
書

（別
表
６
の

２
(
2
)
付

表

）の

「個
別

調
整

「調
整

国
外

所
得

金
額
(
1
7)

」の
欄
の
金

額
法
人
税

の
明
細
書

（別
表
６
の

２
(
2
)
付

表

）の

「個
別
調

整
、

、

国
外

所
得

金
額

(
1
1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1

国
外

所
得

金
額

(
1
1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

３

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1

0)
」の

欄
の
金

額
を
記
載
す

る
こ
と

0)

」の
欄

の
金

額
を

記
載

す
る

こ
と

。
。

［５
略

］

［５
同

左

］

６

「当
該

法
人

の
外

国
の

法
人

税
等

の
額

⑦

」の
欄

は

「当
該

法
人

の
控

除
限

度
額

を
超

え
る

外
国

税
額

６

「当
該

法
人

の
外

国
の

法
人

税
等

の
額

⑦

」の
欄

は

「当
該

法
人

の
控

除
限

度
額

を
超

え
る

外
国

税
額

、
、

⑥

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６

（２
の

２

）
）の
⑥

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６

（２
の

２

）
）の

「当
期

の
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
(
2
1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

法
施

行
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
省

「当
期

の
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
又

は
個

別
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
(
2
1
)

」の
欄

の
金

額
を

記
載

す
る

令

（令
和

５
年

財
務

省
令

第
3
4
号

）に
よ

る
改

正
前

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６

（２
の

２

）
）の

「当
こ

と
。

期
の

控
除

対
象

外
国

法
人

税
額

又
は

個
別

控
除

対
象

外
国

法
人

税
額

(
2
1
)

」の
欄

の
金

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

第
七
号
の
二
様
式
別
表
五
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
七
号
の
二
様
式
別
表
五
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
七
号
の
二
様
式
別
表
五
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
七
号
の
二
様
式
別
表
五
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
７

号
の
２
様
式

別
表
５
記

載
要
領

第
７

号
の

２
様

式
別

表
５

記
載

要
領

［１
・
２

略

］

［１
・

２
同

左

］

３

（そ
の
１

）の
記
載
に
当

た
て
は

次
に
よ
る

こ
と

３

（そ
の

１

）の
記

載
に

当
た

て
は

次
に
よ

る
こ
と

っ
、

。
っ

、
。

［(
1)

・(
2
)

略

］

［(1
)

・(2
)

同
左

］

(
3
)

「分
割

法
人

等
の

調
整

国
外

所
得

金
額

又
は

個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

②

」の
欄

は

「被
合

併
法

人
(
3
)

「分
割

法
人

等
の

調
整

国
外

所
得

金
額

又
は

個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

②

」の
欄

は

「被
合

併
法

人
、

、

等
の

控
除

未
済

外
国

税
額

及
び

控
除

未
済

税
額

控
除

不
足

額
相

当
額

①
」の

欄
の

金
額

に
係

る
事

業
年

度
等

の
控

除
未

済
外

国
税

額
及

び
控

除
未

済
税

額
控

除
不

足
額

相
当

額
①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
分

割
法

人
等

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
(
2
)

）の
「調

整
国

外
所

得
金

額
(
1

又
は

連
結

事
業

年
度

の
分

割
法

人
等

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
(
2
)

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1

6
)

」の
欄
の
金
額

法
人
税

の
明
細
書

（別
表
６
の
２
(
2
)
付

表

）の

「個
別

調
整

国
外

所
得

金
額
(
1
1)

」

7
)

」の
欄

の
金

額
法

人
税

の
明
細
書

（別
表
６
の
２
(
2
)
付

表

）の

「個
別
調

整
国

外
所

得
金

額
(
1
1)

」

、
、

の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
0
)

」の
欄

の
金

額
を

の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

３

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
0
)

」の
欄

の
金

額
を

記
載
す
る

こ
と

記
載

す
る

こ
と

。
。

［(4
)

略

］

［(
4)

同
左

］

４

（そ
の
２

）の
記
載

に
当
た

て
は

次
に

よ
る
こ
と

４

（そ
の

２

）の
記

載
に

当
た

て
は

次
に

よ
る
こ

と
っ

、
。

っ
、

。

［(1
)

・(
2)

略

］

［(
1)

・(
2
)

同
左

］

(
3
)

「分
割

法
人

等
の

調
整

国
外

所
得

金
額

又
は

個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

②

」の
欄

は

「被
合

併
法

人
(
3
)

「分
割

法
人

等
の

調
整

国
外

所
得

金
額

又
は

個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

②

」の
欄

は

「被
合

併
法

人
、

、

等
の

控
除

未
済

外
国

税
額

及
び

控
除

未
済

税
額

控
除

不
足

額
相

当
額

①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

等
の

控
除

未
済

外
国

税
額

及
び

控
除

未
済

税
額

控
除

不
足

額
相

当
額

①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
分

割
法

人
等

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
(
2
)

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1

又
は

連
結

事
業

年
度

の
分

割
法

人
等

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
(
2
)

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1

6
)

」の
欄

の
金
額

法
人
税
の
明

細
書

（別
表

６
の
２
(
2)

付
表

）の

「個
別

調
整

国
外

所
得

金
額
(
11

)

」

7
)

」の
欄

の
金

額
法

人
税
の

明
細
書

（別
表

６
の
２
(
2)

付
表

）の

「個
別

調
整
国
外

所
得
金
額
(
11
)

」

、
、

の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
0
)

」の
欄

の
金

額
を

の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

３

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
0
)

」の
欄

の
金

額
を

記
載
す
る
こ
と

記
載

す
る

こ
と

。
。

［(
4)

略

］

［(4
)

同
左

］

第
七
号
の
二
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
七
号
の
二
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］



第
七
号
の
二
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
七
号
の
二
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
７
号
の
２

様
式
別
表
６

記
載
要
領

第
７

号
の

２
様

式
別

表
６

記
載

要
領

［１
・
２

略

］

［１
・

２
同

左

］

３
（そ

の
１

）の
記
載
に

当
た

て
は

次
に
よ

る
こ
と

３

（そ
の

１

）の
記

載
に

当
た

て
は

次
に
よ

る
こ

と
っ

、
。

っ
、

。

［(1
)

・(2
)

略

］

［(
1)

・(
2)

同
左

］

(
3
)

「当
該

法
人

の
調

整
国

外
所

得
金

額
又

は
個

別
調

整
国

外
所

得
金

額
②

」の
欄

は

「当
該

法
人

の
控

(
3
)

「当
該

法
人

の
調

整
国

外
所

得
金

額
又

は
個

別
調

整
国

外
所

得
金

額
②

」の
欄

は

「当
該

法
人

の
控

、
、

除
未

済
外

国
税

額
及

び
控

除
未

済
税

額
控

除
不

足
額

相
当

額
①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
除

未
済

外
国

税
額

及
び

控
除

未
済

税
額

控
除

不
足

額
相

当
額

①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連

結
事

業
年
度
の

法
人
税
の
明

細
書

（別
表

６
(
2)

）の

「調
整

国
外
所
得

金
額
(
16

)

」の
欄

の
金

額
法

人
結

事
業

年
度

の
法

人
税
の

明
細
書

（別
表

６
(
2)

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額
(
17
)

」の
欄

の
金

額
法
人

、
、

税
の
明
細

書

（別
表
６
の

２
(2
)
付
表

）の

「個
別
調
整

国
外
所
得

金
額
(1
1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

税
の

明
細

書

（別
表
６

の
２
(2

)
付
表

）の

「個
別
調

整
国

外
所
得

金
額
(1

1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

の
明
細
書

（別
表
６
の
２

）の

「調
整
国
外
所

得
金
額
(
1
0)

」の
欄
の
金
額

を
記

載
す

る
こ

と
の

明
細

書

（別
表

６
の

３

）の

「調
整
国

外
所

得
金
額
(
1
0)

」の
欄
の

金
額

を
記
載

す
る

こ
と

。
。

４

（そ
の
２

）の
記
載

に
当
た

て
は

次
に
よ
る
こ
と

４

（そ
の

２

）の
記

載
に

当
た

て
は

次
に
よ

る
こ
と

っ
、

。
っ

、
。

［(1
)

・(
2)

略

］

［(
1
)

・(
2
)

同
左

］

(
3
)

「当
該

法
人

の
調

整
国

外
所

得
金

額
又

は
個

別
調

整
国

外
所

得
金

額
②

」の
欄

は

「当
該

法
人

の
控

(
3
)

「当
該

法
人

の
調

整
国

外
所

得
金

額
又

は
個

別
調

整
国

外
所

得
金

額
②

」の
欄

は

「当
該

法
人

の
控

、
、

除
未

済
外

国
税

額
及

び
控

除
未

済
税

額
控

除
不

足
額

相
当

額
①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
除

未
済

外
国

税
額

及
び

控
除

未
済

税
額

控
除

不
足

額
相

当
額

①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連

結
事
業
年
度

の
法
人
税

の
明
細
書

（別
表
６

(2
)

）の

「調
整
国
外
所

得
金
額

(1
6)

」の
欄

の
金

額
法

人
結

事
業

年
度

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
(2
)

）の

「調
整

国
外
所

得
金

額
(1
7)

」の
欄

の
金
額

法
人

、
、

税
の

明
細
書

（別
表

６
の
２
(
2)

付
表

）の

「個
別

調
整
国
外
所

得
金
額
(
11
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

税
の

明
細

書

（別
表

６
の
２
(
2)

付
表

）の

「個
別

調
整
国

外
所

得
金
額
(
11
)

」の
欄

の
金
額
又

は
法
人
税

の
明
細
書

（別
表
６
の

２

）の

「調
整
国
外

所
得
金
額

(1
0
)

」の
欄
の
金

額
を

記
載

す
る

こ
と

の
明

細
書

（別
表

６
の

３

）の

「調
整
国
外

所
得
金
額

(1
0
)

」の
欄
の
金

額
を

記
載

す
る

こ
と

。
。

第
十
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
六
条
の
五
関
係
）

第
十
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
六
条
の
五
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
10

号
の
３
様

式
記
載
要
領

第
10

号
の

３
様

式
記

載
要

領

［１
略

］

［１
同

左

］

２
法

人
課

税
信

託
の

受
託

者
が

当
該

法
人

課
税

信
託

に
つ

い
て

道
府

県
民

税
の

法
人

税
割

又
は

事
業

税
の

２
法

人
課

税
信

託
の

受
託

者
が

当
該

法
人

課
税

信
託

に
つ

い
て

各
事

業
年

度
の

法
人

税
額

を
課

税
標

準
と

、
、

更
正

の
請

求
を

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は

「法
人

名

」の
欄

に
は

法
人

課
税

信
託

の
名

称
を

併
記

す
る

こ
と

す
る

道
府

県
民

税
の

法
人

税
割

又
は

各
事

業
年

度
の

所
得

に
対

す
る

事
業

税
の

更
正

の
請

求
を

す
る

場
合

に
、

あ
っ

て
は

「法
人

名

」の
欄

に
は

法
人
課

税
信
託

の
名

称
を
併

記
す

る
こ
と

。
、

。

３
こ

の
請

求
書

は
更

正
の

請
求

を
す

る
事

務
所

又
は

事
業

所
所

在
地

の
道

府
県

知
事

に
１

通
提

出
す

る
こ

３
こ

の
請

求
書

は
更

正
の

請
求

を
す

る
事

務
所

又
は

事
業

所
所

在
地

の
道

府
県

知
事

に
１

通
提

出
す

る
こ

、
、

と
た

だ
し

２
以

上
の

道
府

県
に

事
務

所
又

は
事

業
所

を
有

す
る

法
人

が
分

割
基

準
の

誤
り

に
よ

る
更

正
と

た
だ

し
２

以
上

の
道

府
県

に
事

務
所

又
は

事
業

所
を

有
す

る
法

人
が

分
割

基
準

の
誤

り
に

よ
る

更
正

。
、

。
、

の
請

求
を

す
る

場
合

に
は

主
た

る
事

務
所

又
は

事
業

所

（外
国

法
人

に
あ

っ
て

は
法

の
施

行
地

に
お

い
の

請
求

を
す

る
場

合
に

は
主

た
る

事
務

所
又

は
事

業
所

（外
国

法
人

に
あ

っ
て

は
こ

の
法

律
の

施
行

地
、

、
、

、

て
行

う
事

業
の

経
営

の
責

任
者

が
主

と
し

て
執

務
す

る
恒

久
的

施
設

）所
在

地
の

道
府

県
知

事
に

あ
ら

か
じ

に
お

い
て

行
う

事
業

の
責

任
者

が
主

と
し

て
執

務
す

る
事

務
所

又
は

事
業

所

）所
在

地
の

道
府

県
知

事
に

あ

め
第

1
0
号

の
２

様
式

に
よ

り
修

正
後

の
分

割
基

準
の

明
細

を
届

け
出

た
こ

と
を

証
す

る
文

書
を

添
付

す
る

こ
ら

か
じ

め
第

1
0
号

の
２

様
式

に
よ

り
修

正
後

の
分

割
基

準
の

明
細

を
届

け
出

た
こ

と
を

証
す

る
文

書
を

添
付

と
す

る
こ

と
。

。

［４
８

略

］

［４
８

同
左

］

～
～

９
法

第
7
2
条

の
２

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

事
業

及
び

同
項

第
２

号
に

掲
げ

る
事

業
と

同
項

第
３

号
に

掲
げ

９
法

第
7
2
条

の
２

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

事
業

及
び

同
項

第
２

号
に

掲
げ

る
事

業
と

同
項

第
３

号
に

掲
げ

る
事

業
又

は
同

項
第

４
号

に
掲

げ
る

事
業

と
を

併
せ

て
行

う
法

人
が

事
業

税
の

更
正

の
請

求
を

す
る

場
合

に
る

事
業

又
は

同
項

第
４

号
に

掲
げ

る
事

業
と

を
併

せ
て

行
う

法
人

が
事

業
税

の
更

正
の

請
求

を
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
に

係
る

課
税

標
準

等
及

び
税

額
等

の
計

算
の

別
を

明
ら

か
に

し
て

記
載

し
あ

っ
て

は
そ

れ
ぞ

れ
の

事
業

に
係

る
課

税
標

準
等

及
び

税
額

等
の

計
算

の
別

を
明

ら
か

に
し

て
記

載
し

、
、

、
、

同
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事

業
及

び
同

項
第

２
号

に
掲

げ
る

事
業

と
同

項
第

３
号

に
掲

げ
る

事
業

又
は

同
項

第
同

項
第

１
号

に
掲

げ
る

事
業

及
び

同
項

第
２

号
に

掲
げ

る
事

業
と

同
項

第
３

号
に

掲
げ

る
事

業
又

は
同

項
第

４
号
に
掲
げ

る
事
業
と

に
分
け
て

提
出
す
る
こ

と
４

項
に

掲
げ

る
事

業
と

に
分
け

て
提
出

す
る
こ

と
。

。

［1
0

・11
略

］

［1
0

・11
同

左

］



1
2

「更
正

の
請

求
を

す
る

理
由

請
求

を
す

る
に

至
っ

た
事

情
の

詳
細

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

」の
1
2

「更
正

の
請

求
を

す
る

理
由

及
び

請
求

を
す

る
に

至
っ

た
事

情
の

詳
細

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

」

、

欄
に

は
そ

の
理

由
等

を
具

体
的

に
記

載
す

る
と

と
も

に
課

税
標

準
等

又
は

税
額

等
が

過
大

で
あ

る
こ

と
の

欄
に

は
そ

の
理

由
等

を
具

体
的

に
記

載
す

る
と

と
も

に
課

税
標

準
等

又
は

税
額

等
が

過
大

で
あ

る
こ

、
、

、
、

等
の

事
実

を
証

す
る

資
料

（法
第

5
3
条

の
２

若
し

く
は

第
7
2
条

の
3
3
第

２
項

又
は

令
和

２
年

旧
法

第
5
3
条

の
と

等
の

事
実

を
証

す
る

資
料

（法
第

5
3
条

の
２

若
し

く
は

第
7
2
条

の
3
3
第

２
項

又
は

令
和

２
年

旧
法

第
5
3
条

２
若

し
く

は
第

7
2
条

の
3
3
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
更

正
の

請
求

を
す

る
場

合
に

は
法

人
税

の
更

正
通

知
の

２
若

し
く

は
第

7
2
条

の
3
3
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
更

正
の

請
求

を
す

る
場

合
に

は
法

人
税

の
更

正
通

、
、

書
の

写
し

）を
添

付
す

る
こ

と
な

お
こ

の
更

正
の

請
求

が
租

税
条

約
等

の
実

施
に

伴
う

所
得

税
法

知
書

の
写

し

）を
添

付
す

る
こ

と
な

お
こ

の
更

正
の

請
求

が
租

税
条

約
等

の
実

施
に

伴
う

所
得

税
法

。
、

、
、

。
、

、

法
人

税
法

及
び

地
方

税
法

の
特

例
等

に
関

す
る

法
律

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「租
税

条
約

等
実

施
法

人
税

法
及

び
地

方
税

法
の

特
例

等
に

関
す

る
法

律

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「租
税

条
約

等
実

、

特
例

法

」と
い

う

）第
７

条
第

１
項

又
は

令
和

２
年

所
得

税
法

等
改

正
法

第
1
8
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
施

特
例

法

」と
い

う

）第
７

条
第

１
項

又
は

令
和

２
年

所
得

税
法

等
改

正
法

第
1
8
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

。
。

の
租

税
条

約
等

実
施

特
例

法
第

７
条

第
１

項
に

規
定

す
る

合
意

に
基

づ
く

国
税

通
則

法
第

2
4
条

又
は

第
2
6
条

前
の

租
税

条
約

等
実

施
特

例
法

第
７

条
第

１
項

に
規

定
す

る
合

意
に

基
づ

く
国

税
通

則
法

第
2
4
条

又
は

第
2
6

の
規

定
に

よ
る

更
正

に
係

る
も

の
で

あ
る

場
合

に
は

当
該

欄
に

「租
税

条
約

の
実

施
に

係
る

も
の

」と
記

条
の

規
定

に
よ

る
更

正
に

係
る

も
の

で
あ

る
場

合
に

は
当

該
欄

に

「租
税

条
約

の
実

施
に

係
る

も
の

」と
、

、

載
す
る
こ

と
記

載
す

る
こ

と
。

。

［13
略

］

［13
同

左

］

第
十
号
の
四
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
六
条
の
五
関
係
）

第
十
号
の
四
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
六
条
の
五
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
1
0
号
の

４
様
式
記

載
要
領

第
1
0
号

の
４

様
式

記
載

要
領

［１
略

］

［１
同

左

］

２
法

人
課

税
信

託
の

受
託

者
が

当
該

法
人

課
税

信
託

に
つ

い
て

市
町

村
民

税
の

法
人

税
割

の
更

正
の

請
求

２
法

人
課

税
信

託
の

受
託

者
が

当
該

法
人

課
税

信
託

に
つ

い
て

各
事

業
年

度
の

法
人

税
額

を
課

税
標

準
と

、
、

を
す

る
場
合
に
あ

っ
て
は

「法
人

名

」の
欄

に
は
法
人
課

税
信
託
の

名
称
を

併
記

す
る

こ
と

す
る

市
町

村
民

税
の

法
人

税
割

の
更

正
の

請
求

を
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

「法
人

名

」の
欄

に
は

法
人

課
、

。
、

税
信

託
の

名
称

を
併

記
す
る
こ

と
。

［３
６

略

］

［３
６

同
左

］

～
～

７

「更
正

の
請

求
を

す
る

理
由

請
求

を
す

る
に

至
っ

た
事

情
の

詳
細

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

」の
７

「更
正

の
請

求
を

す
る

理
由

及
び

請
求

を
す

る
に

至
っ

た
事

情
の

詳
細

そ
の

他
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

」

、

欄
に

は
そ

の
理

由
等

を
具

体
的

に
記

載
す

る
と

と
も

に
課

税
標

準
等

又
は

税
額

等
が

過
大

で
あ

る
こ

と
の

欄
に

は
そ

の
理

由
等

を
具

体
的

に
記

載
す

る
と

と
も

に
課

税
標

準
等

又
は

税
額

等
が

過
大

で
あ

る
こ

、
、

、
、

等
の

事
実

を
証

す
る

資
料

（法
第

3
2
1
条

の
８

の
２

又
は

令
和

２
年

旧
法

第
3
2
1
条

の
８

の
２

の
規

定
に

基
づ

と
等

の
事

実
を

証
す

る
資

料

（法
第

3
2
1
条

の
８

の
２

又
は

令
和

２
年

旧
法

第
3
2
1
条

の
８

の
２

の
規

定
に

基

き
更

正
の

請
求

を
す

る
場

合
に

は
法

人
税

の
更

正
通

知
書

の
写

し

）を
添

付
す

る
こ

と
な

お
こ

の
更

づ
き

更
正

の
請

求
を

す
る

場
合

に
は

法
人

税
の

更
正

通
知

書
の

写
し

）を
添

付
す

る
こ

と
な

お
こ

の
、

。
、

、
。

、

正
の

請
求

が
租

税
条

約
等

の
実

施
に

伴
う

所
得

税
法

法
人

税
法

及
び

地
方

税
法

の
特

例
等

に
関

す
る

法
更

正
の

請
求

が
租

税
条

約
等

の
実

施
に

伴
う

所
得

税
法

法
人

税
法

及
び

地
方

税
法

の
特

例
等

に
関

す
る

、
、

、
、

律

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「租
税

条
約

等
実

施
特

例
法

」と
い

う

）第
７

条
第

１
項

又
は

令
和

法
律

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「租
税

条
約

等
実

施
特

例
法

」と
い

う

）第
７

条
第

１
項

又
は

令
。

。

２
年

所
得

税
法

等
改

正
法

第
1
8
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

租
税

条
約

等
実

施
特

例
法

第
７

条
第

１
項

に
規

和
２

年
所

得
税

法
等

改
正

法
第

1
8
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

租
税

条
約

等
実

施
特

例
法

第
７

条
第

１
項

に

定
す

る
合

意
に

基
づ

く
国

税
通

則
法

第
2
4
条

又
は

第
2
6
条

の
規

定
に

よ
る

更
正

に
係

る
も

の
で

あ
る

場
合

に
規

定
す

る
合

意
に

基
づ

く
国

税
通

則
法

第
2
4
条

又
は

第
2
6
条

の
規

定
に

よ
る

更
正

に
係

る
も

の
で

あ
る

場
合

は
当

該
欄
に

「租
税
条

約
の
実
施

に
係
る
も
の

」と
記
載

す
る
こ
と

に
は

当
該

欄
に

「租
税

条
約
の

実
施

に
係

る
も
の

」と
記

載
す

る
こ
と

、
。

、
。

［８
略

］

［８
同

左

］

第
十
二
号
の
二
の
二
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
三
十
八
条
関

第
十
二
号
の
二
の
二
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
三
十
八
条
関

係
）

係
）

［
様
式

別
紙
十
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
五

挿
入
］

第
十
二
号
の
十
三
様
式
（
附
則
第
十
八
条
関
係
）

第
十
二
号
の
十
三
様
式
（
附
則
第
十
八
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十
八

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
七

挿
入
］

第
十
二
号
の
十
四
様
式

第
十
二
号
の
十
四
様
式

［
様
式

別
紙
二
十

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
九

挿
入
］

第
十
二
号
の
十
五
様
式
（
附
則
第
十
八
条
関
係
）

第
十
二
号
の
十
五
様
式
（
附
則
第
十
八
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二
十
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
一

挿
入
］



第
十
二
号
の
十
五
の
二
様
式
（
第
三
十
八
条
関
係
）

第
十
二
号
の
十
五
の
二
様
式
（
第
三
十
八
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二
十
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
三

挿
入
］

第
十
三
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
四
条
の
四
関
係
）

第
十
三
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
四
条
の
四
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
13

号
様
式
記

載
要
領

第
13

号
様

式
記

載
要

領

１
こ

の
申

請
書

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

２
項

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

６
項

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

１
こ

の
申

請
書

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

２
項

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

６
項

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

、
、

、
、

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
５

に
お

い
て

同
じ

）又
は

第
４

項

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）若
し

く
は

第
４

項

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

７
項

第
7
2
条

。
。

。
、

７
項

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
５

及
び

６
に

お
の

2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）又
は

地
方

税
法

等
の

一
部

を
、

。
。

い
て

同
じ

）の
規

定
（特

別
法

人
事

業
税

及
び

特
別

法
人

事
業

譲
与

税
に

関
す

る
法

律
第

８
条

の
規

定
に

改
正

す
る

法
律

（令
和

２
年

法
律

第
５

号

）附
則

第
１

条
第

５
号

に
掲

げ
る

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
法

（以
。

よ
り

法
人

の
事

業
税

の
賦

課
徴

収
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
る

場
合

を
含

む

）に
よ

り
確

定
申

告
書

（法
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「令
和

２
年

旧
法

」と
い

う

）第
7
2
条

の
2
5
第

４
項

（令
和

２
年

旧
法

第
7
2

。
。

第
7
2
条

の
2
5
第

１
項

第
7
2
条

の
2
8
第

１
項

又
は

第
7
2
条

の
2
9
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
を

い
う

以
条

の
2
5
第

７
項

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）の
、

。
、

。

下
こ
の

記
載
要
領

に
お
い
て

同
じ

）の
提
出

期
限
の
延

長
を
申
請

す
る
場
合

に
使

用
す

る
こ

と
規

定

（特
別

法
人

事
業

税
及

び
特

別
法

人
事

業
譲

与
税

に
関

す
る

法
律

第
８

条
の

規
定

に
よ

り
法

人
の

事
業

。
。

税
の

賦
課

徴
収

の
例

に
よ

る
こ

と
と

さ
れ

る
場

合
を

含
む

）に
よ

り
確

定
申

告
書

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

１
。

項
第

7
2
条

の
2
8
第

１
項

又
は

第
7
2
条

の
2
9
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
を

い
う

以
下

こ
の

記
載

要
領

、
。

に
お

い
て

同
じ

）の
提

出
期
限

の
延
長

を
申
請
す

る
場
合

に
使

用
す
る

こ
と

。
。

２
こ

の
申

請
書

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

２
項

又
は

第
４

項

（こ
れ

ら
の

規
定

を
法

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

２
こ

の
申

請
書

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

２
項

若
し

く
は

第
４

項

（こ
れ

ら
の

規
定

を
法

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

、
、

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）の
規

定
に

よ
り

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）又
は

令
和

２
年

旧
法

第
7
2
条

の
2
5
第

４
項

。
。

長
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
に

は
事

業
年

度
終

了
の

日
か

ら
4
5
日

以
内

に
法

第
7
2
条

の
2
5
第

６
項

又
は

第

（令
和

２
年

旧
法

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）の
、

。

７
項

（こ
れ

ら
の

規
定

を
法

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

規
定

に
よ

り
確

定
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

に
は

事
業

年
度

終
了

の
日

か
ら

4
5

む

）の
規

定
に

よ
り

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
に

は
確

定
申

告
書

の
提

日
以

内
に

法
第

7
2
条
の
2
5
第

６
項

若
し

く
は

第
７
項

（こ
れ
ら

の
規
定

を
法

第
7
2
条
の

2
8
第
２

項
及

び
第
7

。
、

出
期

限
の

到
来

す
る

日
の

1
5
日

前
ま

で
に

事
務

所
又

は
事

業
所

所
在

地
の

道
府

県
知

事
に

２
通

を
提

出
す

2
条

の
29

第
２

項
に

お
い

て
準
用

す
る
場
合

を
含
む

）又
は
令
和

２
年
旧
法
第

72
条
の
25

第
７
項

（令
和
２

、
。

る
こ

と
た

だ
し

２
以

上
の

道
府

県
に

事
務

所
又

は
事

業
所

を
有

す
る

法
人

に
あ

っ
て

は
主

た
る

事
務

年
旧

法
第

7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）の
規

定
に

よ
。

、
、

。

所
又

は
事

業
所

（外
国

法
人

に
あ

っ
て

は
法

の
施

行
地

に
お

い
て

行
う

事
業

の
経

営
の

責
任

者
が

主
と

し
り

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
に

は
確

定
申

告
書

の
提

出
期

限
の

到
来

す
る

、

て
執
務
す
る

恒
久
的
施

設

）所
在
地
の
道

府
県
知
事

に
提
出
す
る

こ
と

日
の

1
5
日

前
ま

で
に

事
務

所
又

は
事

業
所

所
在

地
の

道
府

県
知

事
に

２
通

を
提

出
す

る
こ

と
た

だ
し

。
、

。
、

２
以

上
の

道
府

県
に

事
務

所
又

は
事

業
所

を
有

す
る

法
人

に
あ

っ
て

は
主

た
る

事
務

所
又

は
事

業
所

（外
、

国
法

人
に

あ
っ

て
は

こ
の

法
律

の
施

行
地

に
お

い
て

行
う

事
業

の
経

営
の

責
任

者
が

主
と

し
て

執
務

す
る

、

事
務

所
又

は
事

業
所

）所
在
地
の

道
府

県
知

事
に

提
出
す
る

こ
と
。

［３
・
４

略

］

［３
・

４
同

左

］

５

「確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

ま
で

に
決

算
が

確
定

し
な

い
理

由
又

は
損

益
通

算
等

に
よ

る
法

人
税

の
所

得
５

「確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

ま
で

に
決

算
が

確
定

し
な

い
理

由
又

は
損

益
通

算
等

に
よ

る
法

人
税

の
所

得

の
金

額
若

し
く

は
欠

損
金

額
及

び
法

人
税

の
額

の
計

算
を

了
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

理
由

並
び

に
指

定
を

受
の

金
額

若
し

く
は

欠
損

金
額

及
び

法
人

税
の

額
の

計
算

を
了

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
理

由
並

び
に

指
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

日
ま

で
そ

の
提

出
期

限
の

延
長

を
必

要
と

す
る

理
由

」の
欄

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

２
項

の
け

よ
う

と
す

る
日

ま
で

そ
の

提
出

期
限

の
延

長
を

必
要

と
す

る
理

由

」の
欄

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

２
項

、
、

規
定

に
よ

り
確

定
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

を
申

請
す

る
場

合
に

は
決

算
が

確
定

し
な

い
理

由
と

な
っ

て

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

６
項

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

、

い
る

災
害

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
理

由
及

び
指

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
日

ま
で

確
定

申
告

書
を

提
出

す
る

こ
む

）の
規

定
に

よ
り

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
を

申
請

す
る

場
合

に
は

決
算

が
確

定
し

な
い

理
由

。

と
が

で
き

な
い

事
情

等
を

同
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
確

定
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

を
申

請
す

る
場

と
な

っ
て

い
る

災
害

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
理

由
及

び
指

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
日

ま
で

確
定

申
告

書
を

提
、

合
に

は
当

該
法

人
と

の
間

に
通

算
完

全
支

配
関

係

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
2
号

の
７

の
７

に
規

定
す

る
通

算
出

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
事

情
等

を
法

第
7
2
条

の
2
5
第

４
項

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

７
項

第
7
2
条

の
2
8
第

、
、

完
全

支
配

関
係

を
い

う

）が
あ

る
通

算
法

人

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
2
号

の
７

の
２

に
規

定
す

る
通

算
法

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）の
規

定
に

よ
り

確
定

申
告

書
の

提
出

。
。

人
を

い
う

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）の
決

算
が

確
定

し
な

い
理

由
と

な
っ

て
い

る
災

害
そ

期
限

の
延

長
を

申
請

す
る

場
合

に
は

当
該

法
人

と
の

間
に

通
算

完
全

支
配

関
係

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
2
号

。
。

の
他

や
む

を
得

な
い

理
由

及
び

指
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

日
ま

で
確

定
申

告
書

を
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

な
の

７
の

７
に

規
定

す
る

通
算

完
全

支
配

関
係

を
い

う

）が
あ

る
通

算
法

人

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
2
号

の
。



い
事

情
等

又
は

法
人

税
法

第
２

編
第

１
章

第
１

節
第

1
1
款

第
１

目
の

規
定

そ
の

他
通

算
法

人
に

適
用

さ
れ

る
７

の
２

に
規

定
す

る
通

算
法

人
を

い
う

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）の
決

算
が

確
定

し
な

い
。

。

規
定

に
よ

る
法

人
税

の
所

得
の

金
額

若
し

く
は

欠
損

金
額

（同
法

第
２

条
第

1
9
号

に
規

定
す

る
欠

損
金

額
を

理
由

と
な

っ
て

い
る

災
害

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
理

由
及

び
指

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
日

ま
で

確
定

申
告

書

い
う

）及
び

法
人

税
の

額
の

計
算

を
了

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
理

由
と

な
っ

て
い

る
災

害
そ

の
他

や
む

を
を

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
事

情
等

又
は

法
人

税
法

第
２

編
第

１
章

第
１

節
第

1
1
款

第
１

目
の

規
定

そ
の

。

得
な

い
理

由
並

び
に

指
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

日
ま

で
確

定
申

告
書

を
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

事
情

等
他

通
算

法
人

に
適

用
さ

れ
る

規
定

に
よ

る
法

人
税

の
所

得
の

金
額

若
し

く
は

欠
損

金
額

（同
法

第
２

条
第

1
9

を
記
載
す

る
こ
と

号
に

規
定

す
る

欠
損

金
額

を
い

う

）及
び

法
人

税
の

額
の

計
算

を
了

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
理

由
と

な
っ

。
。

て
い

る
災

害
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

理
由

並
び

に
指

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
日

ま
で

確
定

申
告

書
を

提
出

す

る
こ

と
が

で
き

な
い

事
情

等
を

令
和

２
年

旧
法

第
7
2
条

の
2
5
第

４
項

（令
和

２
年

旧
法

第
7
2
条

の
2
5
第

７
、

項
第

7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）の
規

定
に

よ
り

、
。

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
を

申
請

す
る

場
合

に
は

当
該

法
人

と
の

間
に

連
結

完
全

支
配

関
係

（所
得

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律

（令
和

２
年

法
律

第
８

号

）第
３

条
の

規
定

（同
法

附
則

第
１

条
第

５
号

ロ
に

掲
げ

る
改

正
規

定
に

限
る

）に
よ

る
改

正
前

の
法

人
税

法

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「令
和

。

２
年

旧
法

人
税

法

」と
い

う

）第
２

条
第

1
2
号

の
７

の
７

に
規

定
す

る
連

結
完

全
支

配
関

係
を

い
う

以
。

。

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）が
あ

る
連

結
法

人

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

２
条

第
1
2
号

の
７

の
。

２
に

規
定

す
る

連
結

法
人

を
い

う

）の
決

算
が

確
定

し
な

い
理

由
と

な
っ

て
い

る
災

害
そ

の
他

や
む

を
得

。

な
い

理
由

及
び

指
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

日
ま

で
確

定
申

告
書

を
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

事
情

等
又

は

当
該

法
人

と
の

間
に

連
結

完
全

支
配

関
係

が
あ

る
連

結
親

法
人

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

２
条

第
1
2
号

の

６
の

７
に

規
定

す
る

連
結

親
法

人
を

い
う

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）
（当

該
法

人
が

連
結

。
。

親
法

人
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
当

該
法

人

）が
各

連
結

事
業

年
度

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

1
5
条

の
、

２
第

１
項

に
規

定
す

る
連

結
事

業
年

度
を

い
う

）の
連

結
所

得

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

２
条

第
1
8
号

。

の
４

に
規

定
す

る
連

結
所

得
を

い
う

）の
金

額
の

計
算

を
了

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
理

由
と

な
っ

て
い

る
。

災
害

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
理

由
及

び
指

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
日

ま
で

確
定

申
告

書
を

提
出

す
る

こ
と

が

で
き

な
い

事
情

等
を

記
載

す
る

こ
と

な
お

連
結

親
法

人
及

び
連

結
子

法
人

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

。
、

２
条

第
1
2
号

の
７

に
規

定
す

る
連

結
子

法
人

を
い

う
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）が
こ

の
申

。
。

請
書

を
提

出
す

る
場

合
に

は

「決
算

が
確

定
し

な
い

」と
あ

る
の

は

「連
結

法
人

の
決

算
が

確
定

し
な

、

い

」と

「損
益

通
算

等
に

よ
る

法
人

税
の

所
得

の
金

額
若

し
く

は
欠

損
金

額
及

び
法

人
税

の
額

」と
あ

る
、

の
は

「連
結

親
法

人
が

連
結

所
得

の
金

額

」と

「並
び

に

」と
あ

る
の

は

「及
び

」と
読

み
替

え
て

記
載

、

す
る

こ
と

。

６

「通
算

親
法

人
の

本
店

所
在

地
及

び
電

話
番

号

」及
び

「通
算

親
法

人
の

名
称

及
び

法
人

番
号

」の
各

欄
６

「通
算

親
法

人
の

本
店

所
在

地
及

び
電

話
番

号

」及
び

「通
算

親
法

人
の

名
称

及
び

法
人

番
号

」の
各

欄

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
を

申
請

す
る

法
人

（法
人

税
は

法
第

7
2
条

の
2
5
第

４
項

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

７
項

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
、

、
、

法
第

２
条
第
1
2
号
の

７
に
規
定

す
る
通
算
子

法
人
に
限

る

）が
記

載
す
る
こ

と
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）又
は

令
和
２
年

旧
法

第
7
2
条
の
2
5
第
４

項

（令
和

２
年
旧

法
第
7
2
条

の
2

。
。

。

5
第

７
項

第
72

条
の

28
第

２
項

及
び
第
72

条
の

29
第
２
項

に
お
い
て
準

用
す
る
場

合
を

含
む

）の
規
定

に
、

。

よ
り

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
を

申
請

す
る

法
人

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
2
号

の
７

に
規

定
す

る
通

算
子

法
人

又
は

連
結

子
法

人
に

限
る

）が
記

載
す

る
こ

と
な

お
連

結
子

法
人

が
こ

の
申

請
書

を
提

出
。

。
、

す
る

場
合

に
は

「通
算

親
法

人

」と
あ
る
の

は

「連
結

親
法

人

」と
読
み

替
え
て
記

載
す
る
こ

と
、

、
。

［削
る

］

７
連

結
親

法
人

及
び

連
結

子
法

人
が

こ
の

申
請

書
を

提
出

す
る

場
合

に
は

「法
人

税
に

係
る

申
告

期
限

の
、

延
長

申
請

書

」の
欄

中
「法

人
税

法
第

7
5
条

第
１

項

」と
あ

る
の

は

「令
和

２
年
旧
法

人
税
法
第

8
1
条
の
2

、

3
第

１
項

」と
読

み
替

え
て

記
載
す

る
こ
と

。

第
十
三
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
四
条
の
四
関
係
）

第
十
三
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
四
条
の
四
関
係
）



［
様
式

別
紙
二
十
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
五

挿
入
］

第
13

号
の
２
様

式
記
載
要

領
第

13
号

の
２

様
式

記
載

要
領

１

「法
人

税
に

係
る

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
の

処
分

等
の

届
出

」の
欄

は
次

に
掲

げ
る

場
合

に
該

当
１

「法
人

税
に

係
る

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
の

処
分

等
の

届
出

」の
欄

は
次

に
掲

げ
る

場
合

に
該

当
、

、

す
る

法
人

が
記

載
し

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
日

ま
で

に
事

務
所

又
は

事
業

所
所

在
地

の
道

府
県

知
事

す
る

法
人

（(
2
)
及

び
(
3
)
の

処
分

を
受

け
た

法
人

と
の

間
に

連
結

完
全

支
配

関
係

（所
得

税
法

等
の

一
部

を
、

、
（２

以
上

の
道

府
県

に
事

務
所

又
は

事
業

所
を

有
す

る
法

人
に

あ
っ

て
は

主
た

る
事

務
所

又
は

事
業

所
改

正
す

る
法

律

（令
和

２
年

法
律

第
８

号

）第
３

条
の

規
定

（同
法

附
則

第
１

条
第

５
号

ロ
に

掲
げ

る
改

正
、

（外
国

法
人

に
あ

っ
て

は
法

の
施

行
地

に
お

い
て

行
う

事
業

の
経

営
の

責
任

者
が

主
と

し
て

執
務

す
る

恒
規

定
に

限
る

）に
よ

る
改

正
前

の
法

人
税

法

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「令
和

２
年

旧
法

人
税

、
。

久
的
施

設
）所

在
地

の
道
府
県

知
事

）に
提
出

す
る
こ
と

法

」と
い

う

）第
２

条
第

1
2
号

の
７

の
７

に
規

定
す

る
連

結
完

全
支

配
関

係
を

い
う

以
下

こ
の

記
載

要
。

。
。

領
に

お
い

て
同

じ

）が
あ

る
連

結
子

法
人

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

２
条

第
1
2
号

の
７

に
規

定
す

る
連

。

結
子

法
人

を
い

う
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）を
含

む

）が
記

載
し

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
。

。
。

、

め
る

日
ま

で
に

事
務

所
又

は
事

業
所

所
在

地
の

道
府

県
知

事

（２
以

上
の

道
府

県
に

事
務

所
又

は
事

業
所

、

を
有

す
る

法
人

に
あ

っ
て

は
主

た
る

事
務

所
又

は
事

業
所

（外
国

法
人

に
あ

っ
て

は
こ

の
法

律
の

施
行

、
、

地
に

お
い

て
行

う
事

業
の

経
営

の
責

任
者

が
主

と
し

て
執

務
す

る
恒

久
的

施
設

）所
在

地
の

道
府

県
知

事

）

に
提

出
す

る
こ

と
。

(
1)

法
人

税
法
第

7
5
条
の

２
第
１
項

（同
法

第
1
44

条
の

８
に
お
い

て
準
用
す

る
場

合
を

含
む

以
下

こ
の

記
(
1
)

法
人

税
法

第
7
5
条

の
２

第
１

項
若

し
く

は
令

和
２

年
旧

法
人

税
法

第
7
5
条

の
２

第
１

項

（こ
れ

ら
の

規
。

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）の
規

定
に

よ
り

法
人

税
の

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

が
延

長
さ

れ
た

場
合

定
を

法
人

税
法

第
1
4
4
条

の
８

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ
。

。

（同
法
第

75
条
の
２
第
８

項

（同
法
第

14
4
条
の
８
に
お

い
て
準
用

す
る
場
合

を
含

む
以

下
こ

の
記

載
要

）の
規

定
に

よ
り

法
人

税
の

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

が
延

長
さ

れ
た

場
合

（法
人

税
法

第
7
5
条

の
２

。
。

領
に

お
い

て
同

じ

）に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
7
5
条

第
５

項
又

は
同

法
第

7
5
条

の
２

第
1
1
項

第
２

号
第

８
項

（同
法

第
1
4
4
条

の
８

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ
。

。

の
規
定
に

よ
り
当
該

提
出
期
限
の

延
長
が
さ

れ
た
も
の

と
み
な
さ
れ

た
場
合

を
含

む
以

下
(1

)
に

お
い

て

）に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
7
5
条

第
５

項
又

は
同

法
第

7
5
条

の
２

第
1
1
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
当

。
。

「提
出
期
限
の

延
長
の
処
分

」と
い
う

）又
は
同
条
第

２
項

（同
法
第
1
4
4
条

の
８

に
お

い
て

準
用

す
る

該
提

出
期

限
の

延
長

が
さ
れ

た
も
の
と

み
な
さ
れ

た
場
合
を
含

む
以
下
(
1
)
に

お
い
て

「提
出

期
限
の

延
。

。

場
合

を
含

む

）の
規

定
に

よ
る

同
法

第
7
5
条

の
２

第
１

項
各

号
の

指
定

こ
れ

ら
の

指
定

の
取

消
し

若
長

の
処

分

」と
い

う

）又
は

法
人

税
法

第
7
5
条

の
２

第
２

項
若

し
く

は
令

和
２

年
旧

法
人

税
法

第
7
5
条

。
、

。

し
く

は
こ

れ
ら

の
指

定
に

係
る

月
数

の
変

更
の

処
分

（同
条

第
８

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

7
5
条

第
の

２
第

２
項

（こ
れ
ら

の
規
定

を
法
人

税
法
第
14
4
条
の

８
に

お
い
て

準
用

す
る
場

合
を

含
む

）の
規
定

。

５
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

提
出

期
限

の
延

長
が

さ
れ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

た
場

合
又

は
同

法
第

7
5
条

の
２

に
よ

る
法

人
税

法
第

7
5
条

の
２

第
１

項
各

号
若

し
く

は
令

和
２

年
旧

法
人

税
法

第
7
5
条

の
２

第
１

項
各

号

第
1
1
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
こ

れ
ら

の
指

定
こ

れ
ら

の
指

定
の

取
消

し
若

し
く

は
こ

れ
ら

の
指

定
に

の
指

定
こ

れ
ら

の
指

定
の

取
消

し
若

し
く

は
こ

れ
ら

の
指

定
に

係
る

月
数

の
変

更
の

処
分

（法
人

税
法

、
、

係
る
月
数
の

変
更
が
さ

れ
た
も
の
と

み
な
さ
れ

た
場
合
を

含
む

以
下
(
1
)
に

お
い

て
「指

定
等

の
処

分

」

第
7
5
条

の
２

第
８

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

7
5
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
提

出
期

限
の

延
長

が
。

と
い

う

）が
あ

っ
た

場
合

当
該

提
出

期
限

の
延

長
の

処
分

又
は

当
該

指
定

等
の

処
分

が
あ

っ
た

日
の

さ
れ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

た
場

合
又

は
同

法
第

7
5
条

の
２

第
1
1
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
こ

れ
ら

の
指

定
。

属
す

る
事

業
年

度
終

了
の

日
か

ら
2
2
日

以
内

（通
算

親
法

人

（同
法

第
２

条
第

1
2
号

の
６

の
７

に
規

定
す

こ
れ

ら
の

指
定

の
取

消
し

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

指
定

に
係

る
月

数
の

変
更

が
さ

れ
た

も
の

と
み

な
さ

れ
、

る
通

算
親

法
人

を
い

う
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）及
び

通
算

親
法

人
に

対
し

て
提

出
期

た
場

合
を

含
む

以
下
(
1
)
に

お
い
て

「指
定
等

の
処
分

」と
い
う

）が
あ
っ

た
場
合

当
該
提

出
期
限

。
。

。
。

限
の

延
長

の
処

分
又

は
指

定
等

の
処

分
が

あ
っ

た
場

合
に

お
け

る
同

法
第

7
5
条

の
２

第
1
1
項

第
２

号
の

他
の

延
長

の
処

分
又

は
当

該
指

定
等

の
処

分
が

あ
っ

た
日

の
属

す
る

事
業

年
度

終
了

の
日

か
ら

2
2
日

以
内

の
通

算
法

人
に

あ
っ

て
は

当
該

提
出

期
限

の
延

長
の

処
分

又
は

当
該

指
定

等
の

処
分

が
あ

っ
た

日
か

ら

（通
算

親
法

人

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
2
号

の
６

の
７

に
規

定
す

る
通

算
親

法
人

を
い

う
以

下
こ

の
記

、
。

７
日

以
内

）

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）及
び

通
算

親
法

人
に

対
し

て
提

出
期

限
の

延
長

の
処

分
又

は
指

定
等

の
処

分
。

が
あ

っ
た

場
合

に
お

け
る

法
人

税
法

第
7
5
条

の
２

第
1
1
項

第
２

号
の

他
の

通
算

法
人

に
あ

っ
て

は
当

該
、

提
出

期
限

の
延

長
の

処
分

又
は
当

該
指
定

等
の

処
分
が

あ
っ

た
日
か

ら
７
日
以
内

）

(
2)

法
人

税
法
第

7
5
条
の

２
第
５
項

（同
法

第
1
44

条
の

８
に
お
い
て

準
用
す
る

場
合

を
含

む

）の
規

定
に

(
2)

法
人

税
法

第
7
5
条
の

２
第
５

項

（令
和

２
年
旧
法

人
税
法
第
8
1
条
の
2
4
第
２

項
及
び
法

人
税
法
第
1
44

条
。

よ
り

法
人

税
の

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
の

処
分

に
つ

い
て

の
変

更
の

処
分

が
あ

っ
た

場
合

（同
の

８
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）の
規

定
に

よ
り

法
人

税
の

確
定

申
告

書
又

は
連

結
確

定
申

告
。

法
第

7
5
条

の
２

第
1
1
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

の
処

分
に

つ
い

て
の

変
書

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

２
条

第
3
2
号

に
規

定
す

る
連

結
確

定
申

告
書

を
い

う
以

下
こ

の
記

載
要

。

更
の

処
分

が
あ

っ
た

も
の

と
み

な
さ

れ
た

場
合

を
含

む

）

当
該

変
更

の
処

分
が

あ
っ

た
日

の
属

す
る

領
に

お
い

て
同

じ

）の
提

出
期

限
の

延
長

の
処

分
に

つ
い

て
の

変
更

の
処

分
が

あ
っ

た
場

合

（法
人

税
。

。

事
業
年
度
終

了
の
日
か

ら
22

日
以
内

法
第

7
5
条

の
２

第
1
1
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

の
処

分
に

つ
い

て
の

変

更
の

処
分

が
あ

っ
た

も
の

と
み

な
さ

れ
た

場
合

を
含

む

）

当
該

変
更

の
処

分
が

あ
っ

た
日

の
属

す
る

。



事
業

年
度

又
は

連
結

親
法

人
事

業
年

度

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

1
5
条

の
２

に
規

定
す

る
連

結
親

法
人

事
業

年
度

を
い

う
以
下

こ
の

記
載

要
領
に

お
い
て
同

じ

）終
了
の
日

か
ら
22

日
以
内

。
。

［削
る

］

(
3
)

令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

8
1
条

の
2
4
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

法
人

税
の

連
結

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

が
延

長
さ

れ
た

場
合

（同
条

第
３

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

人
税

法
第

7
5
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

り
当

該

提
出

期
限

の
延

長
が

さ
れ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

た
場

合
を

含
む

）又
は

令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

8
1
条

。

の
2
4
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

7
5
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
同

条
第

１

項
各

号
の

指
定

こ
れ

ら
の

指
定

の
取

消
し

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

指
定

に
係

る
月

数
の

変
更

の
処

分

（令
、

和
２

年
旧

法
人

税
法

第
8
1
条

の
2
4
第

３
項

に
お

い
て

準
用

す
る

法
人

税
法

第
7
5
条

第
５

項
の

規
定

に
よ

り

当
該

提
出

期
限

の
延

長
が

さ
れ
た

も
の

と
み
な
さ

れ
た

場
合
を

含
む

以
下
(
3)

に
お

い
て

「指
定

等
の

処
。

分

」と
い

う

）が
あ

っ
た

場
合

当
該

提
出

期
限

の
延

長
の

処
分

又
は

当
該

指
定

等
の

処
分

が
あ

っ
た

。

日
か

ら
７

日
以

内

［削
る

］

(
4
)

連
結

親
法

人

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

２
条

第
1
2
号

の
６

の
７

に
規

定
す

る
連

結
親

法
人

を
い

う
。

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）が
令

和
２

年
旧

法
人

税
法

第
8
1
条

の
2
4
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

。

提
出

期
限

の
延

長
の

処
分

を
受

け
て

い
る

期
間

内
に

令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

４
条

の
３

第
1
0
項

又
は

、

第
1
1
項

の
規

定
に

よ
り

令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

４
条

の
２

の
承

認
が

あ
っ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

た
場

合

当
該

承
認

の
効

力
が

生
じ
た

日
の
属

す
る
連
結

親
法
人

事
業

年
度
終

了
の

日
か
ら

22
日
以
内

［２
略

］

［２
同

左

］

「令
和

年
月

［削
る

］

３

「法
人

税
に

係
る

申
告
書
の

提
出
期

限
の

延
長

の
処

分
等
の

届
出

」の
欄

中
令

和
年

月
日

か
ら

と
な

っ
て

い
る
箇

所
に

つ
い

て
は

１
(
4
)
の

場
合
に
は

令
和
２

年
旧
法

人
税

法
第

４
条

の
３

第
、

、
日

ま
で

」

1
0
項

又
は

第
1
1
項

の
規

定
に

よ
り

令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

４
条

の
２

の
承

認
の

効
力

が
生

じ
た

日
の

属
す

る
連

結
親

法
人

事
業

年
度

を
記

載
す
る

こ
と

。

［削
る

］

４
連

結
親

法
人

及
び

連
結

子
法

人
が

こ
の

届
出

書
を

提
出

す
る

場
合

に
は

「法
人

税
に

係
る

申
告

書
の

提
、

出
期

限
の

延
長

の
処

分
等

の
届

出

」の
欄

中

「事
業

年
度

の
所

得

」と
あ

る
の

は

「連
結

事
業

年
度

の
連

結

所
得

」と

「確
定

申
告

書

」と
あ

る
の

は

「連
結

確
定

申
告
書

」と
読
み

替
え
て
記

載
す
る
こ

と
、

。

３

「法
人

税
に

係
る

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
の

処
分

等
の

届
出

」の
欄

中
五

段
書

き
と

な
っ

て
い

る
箇

５

「法
人

税
に

係
る

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
の

処
分

等
の

届
出

」の
欄

中
五

段
書

き
と

な
っ

て
い

る
箇

所
に
つ
い
て
は

届
出
の

内
容
に
応
じ

て
い
ず
れ

か
該
当
す

る
□
に
レ
印

を
付

す
こ

と
所

に
つ

い
て

は
届

出
の

内
容
に
応

じ
て
い

ず
れ

か
該
当

す
る
□
に
レ

印
を
付
す
こ

と
た

だ
し

１
(
2
)
又

、
。

、
。

、

は
(
3)

の
場

合
に

お
い

て
連
結

子
法
人

が
記
載
す

る
と

き
は

「下
記
の

と
お
り
指

定
に

係
る
月

数
が
変
更

さ
、

れ
た

」と
あ

る
の

は

「連
結

親
法

人
に

つ
い

て
下

記
の

と
お

り
指

定
に

係
る

月
数

が
変

更
さ

れ
た

」と
１

、

(
3)

の
場

合
に

お
い

て
連

結
子
法

人
が
記
載

す
る
と
き
は

「下
記

の
と
お
り

延
長

の
処

分
が

あ
っ

た

」と
あ

、

る
の

は

「連
結

親
法

人
に

つ
い

て
下

記
の

と
お

り
延

長
の

処
分

が
あ

っ
た

」と

「下
記

の
と

お
り

指
定

が
、

あ
っ

た

」と
あ

る
の

は

「連
結

親
法

人
に

つ
い

て
下

記
の

と
お

り
指

定
が

あ
っ

た

」と

「指
定

が
取

り
消

、

さ
れ

た

」と
あ

る
の

は

「連
結

親
法

人
に
つ

い
て
指

定
が

取
り
消

さ
れ

た

」と
１
(
4)

の
場

合
に
お
い

て
連

、

結
子

法
人

が
記

載
す

る
と

き
は

「下
記

の
と

お
り

延
長

又
は

指
定

が
あ

っ
た

も
の

と
み

な
さ

れ
た

」と
あ

、

る
の

は

「下
記

の
と

お
り

延
長

の
処

分
を

受
け

て
い

る
法

人
と

連
結

し
て

法
人

税
を

納
め

る
こ

と
と

な
っ

た

」と
読

み
替

え
て

該
当

す
る

□
に

レ
印

を
付

す
こ
と

。

４

「事
業

税
等

に
係

る
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

の
承

認
等

の
申

請

」の
欄

は
次

に
掲

げ
る

場
合

に
該

６

「事
業

税
等

に
係

る
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

の
承

認
等

の
申

請

」の
欄

は
次

に
掲

げ
る

場
合

に
該

、
、

当
す

る
法

人
が

記
載

し
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

日
ま

で
に

事
務

所
又

は
事

業
所

所
在

地
の

道
府

県
知

事
当

す
る

法
人

が
記

載
し

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
日

ま
で

に
事

務
所

又
は

事
業

所
所

在
地

の
道

府
県

知
事

、
、

、
、



（２
以

上
の

道
府

県
に

事
務

所
又

は
事

業
所

を
有

す
る

法
人

に
あ

っ
て

は
主

た
る

事
務

所
又

は
事

業
所

（２
以

上
の

道
府

県
に

事
務

所
又

は
事

業
所

を
有

す
る

法
人

に
あ

っ
て

は
主

た
る

事
務

所
又

は
事

業
所

、
、

（外
国

法
人

に
あ

っ
て

は
法

の
施

行
地

に
お

い
て

行
う

事
業

の
経

営
の

責
任

者
が

主
と

し
て

執
務

す
る

恒

（外
国

法
人

に
あ

っ
て

は
こ

の
法

律
の

施
行

地
に

お
い

て
行

う
事

業
の

経
営

の
責

任
者

が
主

と
し

て
執

務
、

、

久
的
施
設

）所
在
地
の
道

府
県
知
事

）に
提
出
す
る

こ
と

す
る

恒
久

的
施

設

）所
在

地
の
道

府
県
知

事

）に
提
出
す

る
こ
と

。
。

(
1
)

定
款

寄
附

行
為

規
則

規
約

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

も
の

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

(
1
)

定
款

等
の

定
め

に
よ

り
又

は
当

該
法

人
に

特
別

の
事

情
が

あ
る

こ
と

に
よ

り
各

事
業

年
度

終
了

の
、

、
、

、
、

「定
款

等

」と
い

う

）の
定

め
に

よ
り

又
は

当
該

法
人

に
特

別
の

事
情

が
あ

る
こ

と
に

よ
り

各
事

日
か

ら
２

月
以

内
に

当
該

各
事

業
年

度
の

決
算

に
つ

い
て

の
定

時
総

会
が

招
集

さ
れ

な
い

常
況

に
あ

る
た

。
、

、

業
年

度
終

了
の

日
か

ら
２

月
以

内
に

当
該

各
事

業
年

度
の

決
算

に
つ

い
て

の
定

時
総

会
が

招
集

さ
れ

な
い

め
確

定
申

告
書

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

１
項

第
7
2
条

の
2
8
第

１
項

又
は

第
7
2
条

の
2
9
第

１
項

の
規

定
に

、
、

常
況

に
あ

る
た

め
確

定
申

告
書

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

１
項

第
7
2
条

の
2
8
第

１
項

又
は

第
7
2
条

の
2
9
第

よ
る

申
告

書
を

い
う

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）の
提

出
期

限
の

延
長

を
申

請
す

る
場

合
、

、
。

。

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
を

い
う

(
3
)
及

び
(
5
)
に

お
い

て
同

じ

）の
提

出
期

限
の

延
長

を
申

請
す

（(2
)
及

び
(3

)
に

掲
げ

る
場

合
を
除
く

）

当
該
延
長
を

受
け
よ
う

と
す

る
事
業

年
度
終
了

の
日
ま
で

。
。

。

る
場

合

（(
2
)
に
掲

げ
る
場
合

を
除
く

）

当
該

延
長
を
受

け
よ
う
と
す

る
事

業
年

度
終

了
の

日
ま

で
。

(
2
)

当
該

法
人

（通
算

法
人

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
2
号

の
７

の
２

に
規

定
す

る
通

算
法

人
を

い
う

以
下

(
2
)

当
該

法
人

（通
算

法
人

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
2
号

の
７

の
２

に
規

定
す

る
通

算
法

人
を

い
う

以
下

。
。

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）に
限

る

）若
し

く
は

当
該

法
人

と
の

間
に

通
算

完
全

支
配

関
係

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）に
限

る

）若
し

く
は

当
該

法
人

と
の

間
に

通
算

完
全

支
配

関
係

。
。

。
。

（同
条

第
1
2
号

の
７

の
７

に
規

定
す

る
通

算
完

全
支

配
関

係
を

い
う

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
2
号

の
７

の
７

に
規

定
す

る
通

算
完

全
支

配
関

係
を

い
う

以
下

こ
の

記
載

要
領

。
。

じ

）が
あ

る
通

算
法

人
の

定
款

等
の

定
め

に
よ

り
若

し
く

は
当

該
法

人
若

し
く

は
当

該
法

人
と

の
間

に
お

い
て

同
じ

）が
あ

る
通

算
法

人
の

定
款

等
の

定
め

に
よ

り
若

し
く

は
当

該
法

人
若

し
く

は
当

該
。

、
。

、

に
通

算
完

全
支

配
関

係
が

あ
る

通
算

法
人

に
特

別
の

事
情

が
あ

る
こ

と
に

よ
り

各
事

業
年

度
終

了
の

日
法

人
と

の
間

に
通

算
完

全
支

配
関

係
が

あ
る

通
算

法
人

に
特

別
の

事
情

が
あ

る
こ

と
に

よ
り

各
事

業
年

、
、

か
ら

２
月

以
内

に
当

該
各

事
業

年
度

の
決

算
に

つ
い

て
の

定
時

総
会

が
招

集
さ

れ
な

い
た

め
又

は
当

該
度

終
了

の
日

か
ら

２
月

以
内

に
当

該
各

事
業

年
度

の
決

算
に

つ
い

て
の

定
時

総
会

が
招

集
さ

れ
な

い
た

め
、

法
人

と
の

間
に

通
算

完
全

支
配

関
係

が
あ

る
通

算
法

人
が

多
数

に
上

る
こ

と
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

理
由

又
は

当
該

法
人

と
の

間
に

通
算

完
全

支
配

関
係

が
あ

る
通

算
法

人
が

多
数

に
上

る
こ

と
そ

の
他

こ
れ

に
、

に
よ

り
同

法
第

２
編

第
１

章
第

１
節

第
1
1
款

第
１

目
の

規
定

そ
の

他
通

算
法

人
に

適
用

さ
れ

る
規

定
に

よ
類

す
る

理
由

に
よ

り
法

人
税

法
第

２
編

第
１

章
第

１
節

第
1
1
款

第
１

目
の

規
定

そ
の

他
通

算
法

人
に

適
用

る
法

人
税

の
所

得
の

金
額

若
し

く
は

欠
損

金
額

（同
法

第
２

条
第

1
9
号

に
規

定
す

る
欠

損
金

額
を

い
う

さ
れ

る
規

定
に

よ
る

法
人

税
の

所
得

の
金

額
若

し
く

は
欠

損
金

額

（同
法

第
２

条
第

1
9
号

に
規

定
す

る
欠

。

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）及
び

法
人

税
の

額
の

計
算

を
了

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
た

め
損

金
額

を
い

う
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）及
び

法
人

税
の

額
の

計
算

を
了

す
る

こ
と

が
。

、
。

。

各
事

業
年

度
終

了
の

日
か

ら
２

月
以

内
に

申
告

納
付

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
常

況
に

あ
る

た
め

確
定

申
で

き
な

い
た

め
各

事
業

年
度

終
了

の
日

か
ら

２
月

以
内

に
申

告
納

付
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

常
況

に
あ

、
、

告
書

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

１
項

第
7
2
条

の
2
8
第

１
項

又
は

第
7
2
条

の
2
9
第

１
項

若
し

く
は

第
５

項
の

規
る

た
め

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
を

申
請

す
る

場
合

当
該

延
長

を
受

け
よ

う
と

す
る

事
業

年
、

、

定
に

よ
る

申
告

書
を

い
う

(
4
)
及

び
(
6
)
並

び
に

５
に

お
い

て
同

じ
）の

提
出

期
限

の
延

長
を

申
請

す
度

終
了

の
日

か
ら
4
5
日

以
内

。
。

る
場
合

当
該
延
長

を
受
け
よ

う
と
す
る

事
業
年
度
終

了
の
日
か

ら
45

日
以

内

［削
る

］

(
3
)

当
該

法
人

と
の

間
に

連
結

完
全

支
配

関
係

が
あ

る
連

結
親

法
人

（当
該

法
人

が
連

結
親

法
人

で
あ

る
場

合
に

は
当

該
法

人
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）の
定

款
等

の
定

め
に

よ
り

若
し

く
は

、
。

。
、

当
該

法
人

と
の

間
に

連
結

完
全

支
配

関
係

が
あ

る
連

結
法

人

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

２
条

第
1
2
号

の

７
の

２
に

規
定

す
る

連
結

法
人

を
い

う
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）に
特

別
の

事
情

が
あ

。
。

る
こ

と
に

よ
り

各
事

業
年

度
終

了
の

日
か

ら
２

月
以

内
に

当
該

連
結

親
法

人
の

各
連

結
事

業
年

度

（令
、

和
２

年
旧

法
人

税
法

第
1
5
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

連
結

事
業

年
度

を
い

う
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

。

お
い

て
同

じ

）の
決

算
に

つ
い

て
の

定
時

総
会

が
招

集
さ

れ
な

い
常

況
又

は
当

該
連

結
親

法
人

が
連

結
。

子
法

人
が

多
数

に
上

る
こ

と
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

理
由

に
よ

り
各

連
結

事
業

年
度

の
連

結
所

得

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

２
条

第
1
8
号

の
４

に
規

定
す

る
連

結
所

得
を

い
う

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

。

同
じ

）の
金

額
の

計
算

を
了

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
た

め
各

事
業

年
度

終
了

の
日

か
ら

２
月

以
内

に
。

、

申
告

納
付

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
常

況
に

あ
る

た
め

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
を

申
請

す
る

場
、

合
当

該
延

長
を

受
け
よ

う
と
す
る

事
業
年
度

終
了
の
日
か

ら
4
5
日

以
内

(
3
)

当
該

法
人

が
会

計
監

査
人

を
置

い
て

い
る

場
合

で
か

つ
定

款
等

の
定

め
に

よ
り

各
事

業
年

度
終

(
4
)

当
該

法
人

が
会

計
監

査
人

を
置

い
て

い
る

場
合

で
か

つ
定

款
等

の
定

め
に

よ
り

各
事

業
年

度
終

、
、

、
、

、
、

了
の

日
か

ら
３

月
以

内
に

当
該

各
事

業
年

度
の

決
算

に
つ

い
て

の
定

時
総

会
が

招
集

さ
れ

な
い

常
況

に
あ

了
の

日
か

ら
３

月
以

内
に

当
該

各
事

業
年

度
の

決
算

に
つ

い
て

の
定

時
総

会
が

招
集

さ
れ

な
い

常
況

に
あ

る
た

め
確

定
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

及
び

指
定

を
申

請
す

る
場

合

（(
4
)
に

掲
げ

る
場

合
を

除
く

る
た

め
確

定
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

及
び

指
定

を
申

請
す

る
場

合

（(
5
)
及

び
(
6
)
に

掲
げ

る
場

合
、

、



）

当
該

延
長
及
び

指
定
を
受
け

よ
う
と
す

る
事
業
年

度
終
了
の
日

ま
で

を
除

く

）

当
該

延
長
及
び

指
定
を

受
け

よ
う

と
す

る
事
業

年
度
終
了
の

日
ま
で

。
。

(4
)

［略

］

(
5
)

［同
左

］

［削
る

］

(
6
)

当
該

法
人

と
の

間
に

連
結

完
全

支
配

関
係

が
あ

る
連

結
親

法
人

が
会

計
監

査
人

を
置

い
て

い
る

場
合

で

か
つ

当
該

連
結

親
法

人
の

定
款

等
の

定
め

に
よ

り
各

事
業

年
度

終
了

の
日

か
ら

４
月

以
内

に
当

該
、

、
、

連
結

親
法

人
の

各
連

結
事

業
年

度
の

決
算

に
つ

い
て

の
定

時
総

会
が

招
集

さ
れ

な
い

常
況

に
あ

る
た

め
、

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
及

び
指

定
を

申
請

す
る

場
合

当
該

延
長

及
び

指
定

を
受

け
よ

う
と

す

る
事

業
年

度
終

了
の

日
か
ら

4
5
日
以

内

(
5
)

当
該

法
人

に
特

別
の

事
情

が
あ

る
こ

と
に

よ
り

各
事

業
年

度
終

了
の

日
か

ら
３

月
以

内
に

当
該

各
事

(
7
)

当
該

法
人

に
特

別
の

事
情

が
あ

る
こ

と
に

よ
り

各
事

業
年

度
終

了
の

日
か

ら
３

月
以

内
に

当
該

各
事

、
、

業
年

度
の

決
算

に
つ

い
て

の
定

時
総

会
が

招
集

さ
れ

な
い

常
況

に
あ

る
こ

と
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

事
情

業
年

度
の

決
算

に
つ

い
て

の
定

時
総

会
が

招
集

さ
れ

な
い

常
況

に
あ

る
こ

と
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ
る
た

め
確
定

申
告
書
の

提
出
期
限
の

延
長
及

び
指
定
を
申
請

す
る
場

合

（(
6)

に
掲

げ
る

場
合

を
除

が
あ

る
た

め
確

定
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

及
び

指
定

を
申

請
す

る
場

合

（(
8
)
及

び
(
9
)
に

掲
げ

る
、

、

く

）

当
該
延
長
及

び
指
定
を
受

け
よ
う
と

す
る
事
業

年
度
終
了
の

日
ま

で
場

合
を

除
く

）

当
該
延
長

及
び
指

定
を
受

け
よ
う
と

す
る

事
業

年
度
終

了
の

日
ま

で
。

。

(
6)

［略

］

(8
)

［同
左

］

［削
る

］

(
9
)

当
該

法
人

と
の

間
に

連
結

完
全

支
配

関
係

が
あ

る
連

結
法

人
に

特
別

の
事

情
が

あ
る

こ
と

に
よ

り
各

、

事
業

年
度

終
了

の
日

か
ら

４
月

以
内

に
当

該
法

人
と

の
間

に
連

結
完

全
支

配
関

係
が

あ
る

連
結

親
法

人
の

各
連

結
事

業
年

度
の

決
算

に
つ

い
て

の
定

時
総

会
が

招
集

さ
れ

な
い

常
況

に
あ

る
こ

と
当

該
連

結
法

人
、

に
特

別
の

事
情

が
あ

る
こ

と
に

よ
り

各
事

業
年

度
終

了
の

日
か

ら
４

月
以

内
に

当
該

連
結

親
法

人
の

各
、

連
結

事
業

年
度

の
連

結
所

得
の

金
額

の
計

算
を

了
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

常
況

に
あ

る
こ

と
そ

の
他

や
む

を
得

な
い

事
情

が
あ

る
た

め
確

定
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

及
び

指
定

を
申

請
す

る
場

合
当

該
延

、

長
及

び
指

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
事

業
年
度
終
了

の
日
か
ら

4
5
日

以
内

(
7
)

(
3
)
又

は
(
5
)
に

掲
げ

る
理

由
に

変
更

が
生

じ
た

こ
と

に
よ

り
指

定
の

取
消

し
又

は
指

定
に

係
る

月
数

(
10

)
(4

)
又

は
(
7)

に
掲
げ

る
理
由

に
変
更

が
生

じ
た
こ

と
に

よ
り

指
定
の
取
消

し
又
は

指
定

に
係

る
月

数
、

、

の
変

更
を

受
け

る
場

合
当

該
指

定
の

取
消

し
又

は
指

定
に

係
る

月
数

の
変

更
を

受
け

よ
う

と
す

る
事

業
の

変
更

を
受

け
る

場
合

当
該

指
定

の
取

消
し

又
は

指
定

に
係

る
月

数
の

変
更

を
受

け
よ

う
と

す
る

事
業

年
度

終
了
の
日

ま
で

年
度

終
了

の
日

ま
で

(
8
)

(
4
)
又

は
(
6
)
に

掲
げ

る
理

由
に

変
更

が
生

じ
た

こ
と

に
よ

り
指

定
の

取
消

し
又

は
指

定
に

係
る

月
数

(1
1
)

(5
)

(6
)

(8
)
又

は
(9

)
に

掲
げ

る
理
由
に
変

更
が

生
じ

た
こ
と

に
よ

り
指
定

の
取

消
し

又
は

指
定

、
、

、
、

の
変

更
を

受
け

る
場

合
当

該
指

定
の

取
消

し
又

は
指

定
に

係
る

月
数

の
変

更
を

受
け

よ
う

と
す

る
事

業
に

係
る

月
数

の
変

更
を

受
け

る
場

合
当

該
指

定
の

取
消

し
又

は
指

定
に

係
る

月
数

の
変

更
を

受
け

よ
う

年
度

終
了
の
日
か

ら
4
5
日
以

内
と

す
る

事
業

年
度

終
了

の
日

か
ら
4
5
日

以
内

５

「事
業

税
等

に
係

る
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

の
承

認
等

の
申

請

」の
欄

の
１

は
申

請
の

内
容

に
応

７

「事
業

税
等

に
係

る
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

の
承

認
等

の
申

請

」の
欄

の
１

は
申

請
の

内
容

に
応

、
、

じ
て

い
ず

れ
か

該
当

す
る

□
に

レ
印

を
付

す
こ

と
こ

の
場

合
に

お
い

て
指

定
を

受
け

た
い

と
き

は
延

じ
て

い
ず

れ
か

該
当

す
る

□
に

レ
印

を
付

す
こ

と
こ

の
場

合
に

お
い

て
指

定
を

受
け

た
い

と
き

は
延

。
、

、
。

、
、

長
期

間
の

月
数

を

「
（

）月
間

」内
に

指
定

の
取

消
し

を
受

け
確

定
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

長
期

間
の

月
数

を

「
（

）月
間

」内
に

指
定

の
取

消
し

を
受

け
確

定
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

、
、

、
、

期
間

を
１

月
間

（通
算

法
人

に
あ

っ
て

は
２

月
間

）と
し

た
い

と
き

は
指

定
の

取
消

し
を

受
け

る
前

の
期

間
を

１
月

間

（通
算

法
人

及
び

連
結

申
告

法
人

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

２
条

第
1
6
号

に
規

定
す

る
連

、
、

延
長

期
間

を

「取
消

し
前

（

）月
間

」内
に

指
定

に
係

る
月

数
の

変
更

を
受

け
た

い
と

き
は

変
更

結
申

告
法

人
を

い
う

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）に
あ

っ
て

は
２

月
間

）と
し

た
い

と
き

、
、

。
。

、

す
る

前
の

延
長

期
間

を

「変
更

前

（

）月
間

」内
に

変
更

し
よ

う
と

す
る

延
長

期
間

を

「変
更

後
は

指
定

の
取

消
し

を
受

け
る

前
の

延
長

期
間

を

「取
消

し
前

（

）月
間

」内
に

指
定

に
係

る
月

数
、

、
、

（

）月
間

」内
に

記
入

す
る

こ
と

な
お

法
第

7
2
条

の
2
5
第

３
項

第
１

号
又

は
第

５
項

第
１

号
に

掲
の

変
更

を
受

け
た

い
と

き
は

変
更

す
る

前
の

延
長

期
間

を

「変
更

前

（

）月
間

」内
に

変
更

し
よ

。
、

、
、

げ
る

場
合

に
は

（

）内
は

「２

」か
ら

「４

」ま
で

（通
算

法
人

に
あ

っ
て

は

「３

」又
は

う
と

す
る

延
長

期
間

を

「変
更

後

（

）月
間

」内
に

記
入

す
る

こ
と

な
お

法
第

7
2
条

の
2
5
第

３
項

、
、

。
、

「４

」
）の

数
字
を

記
載
す
る

こ
と

第
１

号
若

し
く

は
第

５
項

第
１

号
又

は
地

方
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（令
和

２
年

法
律

第
５

号

）

。

附
則

第
１

条
第

５
号

に
掲

げ
る

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
法

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「令
和

２
年

旧

法

」と
い

う

）第
7
2
条

の
2
5
第

５
項

第
１

号
に

掲
げ

る
場

合
に

は

（

）内
は

「２

」か
ら

「４

」

。
、

ま
で

（通
算

法
人

及
び

連
結

申
告

法
人

に
あ

っ
て

は

「３

」又
は

「４

」
）の

数
字

を
記

載
す

る
こ

と
、

。

な
お

連
結

親
法

人
及

び
連

結
子

法
人

が
こ

の
申

請
書

を
提

出
す

る
場

合
に

は

「通
算

法
人

」と
あ

る
の

、
、



は

「連
結

申
告

法
人

」と
読

み
替

え
て

記
載
す
る

こ
と

、
。

６

「事
業

税
等

に
係

る
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

の
承

認
等

の
申

請

」の
欄

の
２

は
４

(
1
)
か

ら
(
8
)
ま

８

「事
業

税
等

に
係

る
申

告
書

の
提

出
期

限
の
延

長
の

承
認

等
の
申

請

」の
欄

の
２

は
６

(1
)
か
ら
(1
1
)
ま

、
、

で
に
掲
げ
る

事
由
が
生
じ

る
こ
と
と

な
っ
た
理

由
を
簡
明
に

記
載
す
る

こ
と

で
に

掲
げ

る
事

由
が

生
じ

る
こ

と
と

な
っ

た
理

由
を

簡
明

に
記

載
す

る
こ

と
な

お
連

結
親

法
人

及
び

連
。

。
、

結
子

法
人

が
こ

の
申

請
書

を
提

出
す

る
場

合
に

は

「通
算

法
人

に

」と
あ

る
の

は

「連
結

申
告

法
人

に

」

、

と

「当
該

各
事

業
年

度

（他
の

通
算

法
人

の
各

事
業

年
度

を
含

む

）
」と

あ
る

の
は

「連
結

親
法

人
の

、
。

各
事

業
年

度

」と

「通
算

法
人

が
多

数
に

上
る

こ
と

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
理

由
に

よ
り

損
益

通
算

等
に

、

よ
る

法
人

税
の

所
得

の
金

額
若

し
く

は
欠

損
金

額
及

び
法

人
税

の
額

」と
あ

る
の

は

「連
結

親
法

人
が

各
連

結
事

業
年

度
の

連
結

所
得

の
金
額

」と
読
み
替
え

て
記
載
す

る
こ
と

。

７

［略

］

９

［同
左

］

８

［略

］

1
0

［同
左

］

９

「通
算

親
法

人
の

本
店

所
在

地
及

び
電

話
番

号

」及
び

「通
算

親
法

人
の

名
称

及
び

法
人

番
号

」の
各

欄
1
1

「通
算

親
法

人
の

本
店

所
在

地
及

び
電

話
番

号

」及
び

「通
算

親
法

人
の

名
称

及
び

法
人

番
号

」の
各

欄

は
次

に
掲
げ
る

場
合
の
区

分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る

法
人
が
記

載
す

る
こ

と
は

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

法
人

が
記

載
す

る
こ

と
な

お
連

結
子

、
、

。
、

、
。

、

法
人

が
こ

の
届

出
書

又
は

申
請

書
を

提
出

す
る

場
合

に
は

「通
算

親
法

人

」と
あ

る
の

は

「連
結

親
法

、
、

人

」と
読

み
替

え
て

記
載
す
る

こ
と
。

(
1
)

１
の

場
合

当
該

処
分

を
受

け
た

も
の

と
み

な
さ

れ
た

通
算

子
法

人

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
2
号

の
７

(1
)

１
(1

)
(
2)

及
び
(3
)
の

場
合

当
該

処
分

を
受
け
た

も
の

と
み

な
さ
れ

た
通

算
子

法
人

（法
人

税
法

第
、

に
規
定
す
る

通
算
子
法

人
を
い
う

以
下
こ
の

記
載
要
領

に
お
い
て
同

じ

）

２
条

第
1
2
号

の
７

に
規

定
す

る
通

算
子

法
人

を
い

う
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）又
は

当
。

。
。

。

該
処

分
を

受
け

た
法

人
と

の
間
に

連
結

完
全
支
配

関
係

が
あ
る

連
結

子
法

人

［削
る

］

(
2
)

１
(4

)
の

場
合

当
該

処
分

を
受
け
た

法
人

(
2
)

４
の

場
合

法
第

7
2
条

の
2
5
第

５
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
又

は
同

項
各

号
の

指
(
3
)

６
の

場
合

法
第

7
2
条

の
2
5
第

５
項

若
し

く
は

令
和

２
年

旧
法

第
7
2
条

の
2
5
第

５
項

の
規

定
に

よ
り

申

定
こ

れ
ら

の
指

定
の

取
消

し
若

し
く

は
こ

れ
ら

の
指

定
に

係
る

月
数

の
変

更
を

申
請

す
る

法
人

（通
算

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

又
は

法
第

7
2
条

の
2
5
第

５
項

各
号

若
し

く
は

令
和

２
年

旧
法

第
7
2
条

の
2
5
第

５
、

子
法
人
に

限
る

）

項
各

号
の

指
定

こ
れ

ら
の

指
定

の
取

消
し

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

指
定

に
係

る
月

数
の

変
更

を
申

請
す

る
。

、

法
人

（通
算

子
法

人
又

は
連
結

子
法
人

に
限
る

）

。

第
十
四
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
四
条
の
四
関
係
）

第
十
四
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
四
条
の
四
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
1
4
号
様

式
記
載
要
領

第
1
4
号

様
式

記
載

要
領

１

「法
人

税
に

係
る

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
の

取
り

や
め

等
の

届
出

」の
欄

は
次

に
掲

げ
る

場
合

に
１

「法
人

税
に

係
る

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
の

取
り

や
め

等
の

届
出

」の
欄

は
次

に
掲

げ
る

場
合

に
、

、

該
当

す
る

法
人

が
記

載
し

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
日

ま
で

に
事

務
所

又
は

事
業

所
所

在
地

の
道

府
県

知
該

当
す

る
法

人

（(1
)
の

処
分

を
受
け

た
法
人
と

の
間

に
連

結
完
全

支
配

関
係

（所
得
税

法
等
の

一
部
を
改

正
、

、

事

（２
以

上
の

道
府

県
に

事
務

所
又

は
事

業
所

を
有

す
る

法
人

に
あ

っ
て

は
主

た
る

事
務

所
又

は
事

業
所

す
る

法
律

（令
和

２
年

法
律

第
８

号

）第
３

条
の

規
定

（同
法

附
則

第
１

条
第

５
号

ロ
に

掲
げ

る
改

正
規

定
、

（外
国

法
人

に
あ

っ
て

は
法

の
施

行
地

に
お

い
て

行
う

事
業

の
経

営
の

責
任

者
が

主
と

し
て

執
務

す
る

恒
に

限
る

）に
よ

る
改

正
前

の
法

人
税

法

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

「令
和

２
年

旧
法

人
税

法

」と
、

。

久
的

施
設

）所
在

地
の
道
府

県
知
事

）に
提

出
す
る
こ

と
い

う

）第
２

条
第

1
2
号

の
７

の
７

に
規

定
す

る
連

結
完

全
支

配
関

係
を

い
う

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

。
。

。

い
て

同
じ

）が
あ

る
連

結
子

法
人

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

２
条

第
1
2
号

の
７

に
規

定
す

る
連

結
子

法
。

人
を

い
う

以
下

こ
の

記
載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）及
び
(
2
)
の

届
出

書
を

提
出
し

た
法
人
と

の
間

に
連

結
。

。

完
全

支
配

関
係

が
あ

る
連

結
子

法
人

を
含

む

）が
記

載
し

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
日

ま
で

に
事

務
所

。
、

、

又
は

事
業

所
所

在
地

の
道

府
県

知
事

（２
以

上
の

道
府

県
に

事
務

所
又

は
事

業
所

を
有

す
る

法
人

に
あ

っ
て

は
主

た
る

事
務

所
又

は
事

業
所

（外
国

法
人

に
あ

っ
て

は
こ

の
法

律
の

施
行

地
に

お
い

て
行

う
事

業
の

、
、

経
営

の
責

任
者

が
主

と
し
て

執
務
す

る
恒

久
的
施
設

）所
在

地
の

道
府
県

知
事

）に
提

出
す
る
こ

と
。

(1
)

法
人
税
法
第

75
条
の
２
第
５

項

（同
法
第

14
4
条
の
８
に
お

い
て
準
用

す
る

場
合

を
含

む

）の
規

定
に

(1
)

法
人

税
法

第
75

条
の
２
第

５
項

（令
和

２
年
旧

法
人
税

法
第
81

条
の
24

第
２

項
及
び

法
人
税
法

第
14
4
条

。

よ
り

法
人

税
の

確
定

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
の

処
分

に
つ

い
て

の
取

消
し

の
処

分
が

あ
っ

た
場

合
の

８
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）の
規

定
に

よ
り

法
人

税
の

確
定

申
告

書
又

は
連

結
確

定
申

告
。



（同
法

第
7
5
条

の
２

第
1
1
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

の
処

分
に

つ
い

て
書

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

２
条

第
3
2
号

に
規

定
す

る
連

結
確

定
申

告
書

を
い

う
以

下
こ

の
記

載
要

。

の
取

消
し

の
処

分
が

あ
っ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

た
場

合
を

含
む

）

当
該

取
消

し
の

処
分

が
あ

っ
た

日
領

に
お

い
て

同
じ

）の
提

出
期

限
の

延
長

の
処

分
に

つ
い

て
の

取
消

し
の

処
分

が
あ

っ
た

場
合

（法
人

。
。

の
属
す
る
事

業
年
度
終
了

の
日
か
ら
2
2
日

以
内

税
法

第
7
5
条

の
２

第
1
1
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
当

該
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

の
処

分
に

つ
い

て
の

取
消

し
の

処
分

が
あ

っ
た

も
の

と
み

な
さ

れ
た

場
合

を
含

む

）

当
該

取
消

し
の

処
分

が
あ

っ
た

日
の

。

属
す

る
事

業
年

度
又

は
連

結
親

法
人

事
業

年
度

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

1
5
条

の
２

に
規

定
す

る
連

結

親
法

人
事

業
年

度
を
い

う
以
下

こ
の

記
載
要
領

に
お

い
て

同
じ

）終
了

の
日
か
ら

2
2
日

以
内

。
。

(
2)

法
人
税

法
第

7
5
条
の
２

第
７
項

（同
法
第

1
44

条
の
８

に
お
い
て

準
用
す
る

場
合

を
含

む

）の
規

定
に

(
2)

法
人

税
法

第
7
5
条
の

２
第
７

項

（令
和

２
年
旧

法
人

税
法
第
8
1
条
の
2
4
第
２
項

及
び

法
人

税
法
第
1
44

条
。

よ
り

同
法

第
7
5
条

の
２

第
７

項
の

届
出

書
を

提
出

し
た

場
合

（同
条

第
1
1
項

第
４

号
の

規
定

に
よ

り
同

条
の

８
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）の
規

定
に

よ
り

同
法

第
7
5
条

の
２

第
７

項
の

届
出

書
を

提
出

。

第
７

項
の

届
出

書
を

提
出

し
た

も
の

と
み

な
さ

れ
た

場
合

を
含

む

）

当
該

届
出

書
を

提
出

し
た

日
の

し
た

場
合

（同
条

第
1
1
項

第
４

号
の

規
定

に
よ

り
同

条
第

７
項

の
届

出
書

を
提

出
し

た
も

の
と

み
な

さ
れ

。

属
す
る
事

業
年
度
終

了
の
日
か

ら
22

日
以
内

た
場

合
を

含
む

）

当
該

届
出

書
を

提
出

し
た

日
の

属
す

る
事

業
年

度
又

は
連

結
親

法
人

事
業

年
度

終
。

了
の

日
か

ら
2
2
日

以
内

［(
3)

略

］

［(3
)

同
左

］

［２
略

］

［２
同

左

］

［削
る

］

３
連

結
親

法
人

（令
和

２
年

旧
法

人
税

法
第

２
条

第
1
2
号

の
６

の
７

に
規

定
す

る
連

結
親

法
人

を
い

う

）

。

及
び

連
結

子
法

人
が

こ
の

届
出

書
を

提
出

す
る

場
合

に
は

「法
人

税
に

係
る

申
告

書
の

提
出

期
限

の
延

長
、

の
取

り
や

め
等

の
届

出

」の
欄

中

「事
業

年
度

の
所

得

」と
あ

る
の

は

「連
結

事
業

年
度

の
連

結
所

得

」と

「確
定

申
告

書

」と
あ

る
の
は

「連
結

確
定
申
告

書

」と
読

み
替
え
て

記
載

す
る
こ

と
、

。

「そ
の

延
長

の
処

分
が

「そ
の

延
長

の
処

分
が

３

「法
人
税
に

係
る
申
告

書
の
提
出
期

限
の
延
長

の
取
り
や
め

等
の
届
出

」の
欄

中
そ

の
適

用
を

受
け

る
４

「法
人

税
に

係
る

申
告

書
の

提
出
期

限
の
延
長

の
取

り
や
め

等
の

届
出

」の
欄
中

そ
の
適

用
を
受
け

る
そ

の
延

長
の

処
分

そ
の

延
長

の
処

分
取
り
消
さ

れ
た

取
り

消
さ

れ
た

こ
と
を
や
め

た
と
な

っ
て
い
る

箇
所
に
つ
い

て
は

届
出
の
内
容
に

応
じ
て

不
要

文
字

を
抹

消
す

る
こ

と
こ

と
を

や
め

た
と

な
っ

て
い
る

箇
所
に

つ
い

て
は

届
出
の

内
容

に
よ
っ

て
不

要
文
字

を
抹
消

す
る

こ
と

、
、

が
失

効
し

た

」

が
失

効
し

た

」

た
だ

し
１
(
1
)
の

場
合
に
お

い
て
連

結
子
法
人
が

記
載
す
る
と

き
は

「そ
の

延
長
の

処
分
が
取

り
消
さ

。
。

、
、

れ
た

」と
あ

る
の

は

「連
結

親
法

人
の
そ

の
延
長
の

処
分
が

取
り

消
さ
れ

た

」と
１
(
2)
の

場
合
に
お

い
て

、

連
結

子
法

人
が

記
載

す
る

と
き

は

「そ
の

適
用

を
受

け
る

こ
と

を
や

め
た

」と
あ

る
の

は

「連
結

親
法

人
、

が
そ

の
適

用
を

受
け

る
こ

と
を
や

め
た

」と
読
み
替
え
て

不
要
文
字

を
抹

消
す

る
こ
と
。

４

「事
業

税
等

に
係

る
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

の
取

り
や

め
の

届
出

」の
欄

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

３
５

「事
業

税
等

に
係

る
申

告
書

の
提

出
期

限
の

延
長

の
取

り
や

め
の

届
出

」の
欄

は
法

第
7
2
条

の
2
5
第

３
、

、

項

（法
第

7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）又
は

第
５

項
項

若
し

く
は

第
５

項

（こ
れ

ら
の

規
定

を
法

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

及
び

第
7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

。

（法
第

7
2
条

の
2
8
第

２
項

並
び

に
第

7
2
条

の
2
9
第

２
項

及
び

第
６

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

以
す

る
場

合
を

含
む

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）又
は

地
方

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
。

。
。

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）の
規

定

（特
別

法
人

事
業

税
及

び
特

別
法

人
事

業
譲

与
税

に
関

す
る

（令
和

２
年

法
律

第
５

号

）附
則

第
１

条
第

５
号

に
掲

げ
る

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
法

（以
下

こ
の

記
載

要
。

法
律

第
８

条
の

規
定

に
よ

り
法

人
の

事
業

税
の

賦
課

徴
収

の
例

に
よ

る
こ

と
と

さ
れ

る
場

合
を

含
む

）に
領

に
お

い
て

「令
和

２
年

旧
法

」と
い

う

）第
7
2
条

の
2
5
第

５
項

（令
和

２
年

旧
法

第
7
2
条

の
2
8
第

２
項

。
。

よ
り

確
定

申
告

書

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

１
項

第
7
2
条

の
2
8
第

１
項

又
は

第
7
2
条

の
2
9
第

１
項

若
し

く
は

第
及

び
第

7
2
条

の
2
9
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）の
、

。
。

５
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
を

い
う

）の
提

出
期

限
を

延
長

さ
れ

て
い

る
法

人
が

そ
の

適
用

を
受

け
る

こ
規

定
（特

別
法

人
事

業
税

及
び

特
別

法
人

事
業

譲
与

税
に

関
す

る
法

律
第

８
条

の
規

定
に

よ
り

法
人

の
事

業
。

と
を

や
め

よ
う

と
す

る
と

き
に

記
載

し
事

務
所

又
は

事
業

所
所

在
地

の
道

府
県

知
事

（２
以

上
の

道
府

県
税

の
賦

課
徴

収
の

例
に

よ
る

こ
と

と
さ

れ
る

場
合

を
含

む

）に
よ

り
確

定
申

告
書

（法
第

7
2
条

の
2
5
第

１
、

。

に
事

務
所

又
は

事
業

所
を

有
す

る
法

人
に

あ
っ

て
は

主
た

る
事

務
所

又
は

事
業

所

（外
国

法
人

に
あ

っ
て

項
第

7
2
条

の
2
8
第

１
項

又
は

第
7
2
条

の
2
9
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
告

書
を

い
う

）の
提

出
期

限
を

延
、

、
。

は
法

の
施

行
地

に
お

い
て

行
う

事
業

の
経

営
の

責
任

者
が

主
と

し
て

執
務

す
る

恒
久

的
施

設

）所
在

地
の

長
さ

れ
て

い
る

法
人

が
そ

の
適

用
を

受
け

る
こ

と
を

や
め

よ
う

と
す

る
と

き
に

記
載

し
事

務
所

又
は

事
業

、
、

道
府

県
知
事

）に
提

出
す
る
こ

と
所

所
在

地
の

道
府

県
知

事

（２
以

上
の

道
府

県
に

事
務

所
又

は
事

業
所

を
有

す
る

法
人

に
あ

っ
て

は
主

た
。

、

る
事

務
所

又
は

事
業

所
（外

国
法

人
に

あ
っ

て
は

こ
の

法
律

の
施

行
地

に
お

い
て

行
う

事
業

の
経

営
の

責
、



任
者

が
主

と
し

て
執

務
す

る
恒

久
的
施

設

）所
在

地
の
道

府
県
知
事

）に
提

出
す
る
こ

と
。

「法
第
7
2
条

の
2
5
第

３

「法
第
7
2
条

の
2
5
第
３

５

「事
業

税
等
に
係

る
申
告
書

の
提
出
期
限

の
延
長
の

取
り
や
め

の
届
出

」の
欄

中
６

「事
業

税
等

に
係

る
申
告
書

の
提
出

期
限

の
延

長
の

取
り
や

め
の
届
出

」の
欄

中
法

第
7
2
条

の
2
5
第

５
法
第
7
2
条

の
2
5
第

５
項

項
と
な
っ
て
い

る
箇
所
に

つ
い
て
は

届
出
の
内

容
に
応
じ

て
不
要
文
字

を
抹

消
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
箇

所
に

つ
い
て

は
届
出
の

内
容
に
よ
っ

て
不
要
文
字

を
抹
消
す

る
こ
と

、
。

、
。

項

」

項

」

６
「通

算
親

法
人

の
本

店
所

在
地

及
び

電
話

番
号

」及
び

「通
算

親
法

人
の

名
称

及
び

法
人

番
号

」の
各

欄
７

「通
算

親
法

人
の

本
店

所
在

地
及

び
電

話
番

号

」及
び

「通
算

親
法

人
の

名
称

及
び

法
人

番
号

」の
各

欄

は
次
に
掲
げ

る
場
合
の

区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め

る
法
人
が

記
載

す
る

こ
と

は
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
法

人
が

記
載

す
る

こ
と

な
お

連
結

子
、

、
。

、
、

。
、

法
人

が
こ

の
届

出
書

を
提

出
す

る
場

合
に

は

「通
算

親
法

人

」と
あ

る
の

は

「連
結

親
法

人

」と
読

み
、

、

替
え

て
記

載
す

る
こ

と
。

(
1)

１
(
1)

の
場

合
当
該
処

分
を
受
け

た
も
の
と

み
な
さ
れ
た

通
算
子
法

人

（法
人

税
法

第
２

条
第
1
2
号

の
(
1)

１
(
1)

の
場

合
当

該
処

分
を
受

け
た
も
の

と
み
な
さ
れ

た
通
算
子
法

人

（法
人

税
法
第
２

条
第
1
2
号

の

７
に
規
定

す
る
通
算

子
法
人
を
い

う
以
下

こ
の
記
載

要
領
に
お
い

て
同
じ

）

７
に

規
定

す
る

通
算

子
法

人
を

い
う

以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）又
は

当
該

処
分

を
受

け
。

。
。

。

た
法

人
と

の
間

に
連

結
完

全
支

配
関

係
が
あ
る
連

結
子
法
人

(
2)

１
(
2)

の
場
合

当
該
届

出
書
を
提
出

し
た
も
の

と
み
な
さ

れ
た
通
算
子

法
人

(
2)

１
(
2)

の
場

合
当

該
届

出
書
を

提
出

し
た

も
の

と
み
な

さ
れ
た
通
算

子
法
人
又
は

当
該
届

出
書

を
提

出

し
た

法
人

と
の

間
に

連
結

完
全
支

配
関
係

が
あ

る
連
結

子
法
人

［(
3
)

略

］

［(
3)

同
左

］

(
4
)

４
の

場
合

法
第

7
2
条

の
2
5
第

５
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

こ
と

を
や

め
よ

う
と

す
る

法
人

（通
算

(
4
)

５
の

場
合

法
第

7
2
条

の
2
5
第

５
項

又
は

令
和

２
年

旧
法

第
7
2
条

の
2
5
第

５
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け

子
法
人
に
限

る

）

る
こ

と
を

や
め

よ
う
と

す
る
法

人

（通
算
子
法
人

又
は
連
結
子

法
人
に
限

る

）

。
。

第
十
六
号
の
四
十
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

）
（
第
九
条
の
五
及
び
第
九
条
の
十
七
関
係
）

第
十
六
号
の
四
十
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
九
条
の
五
及
び
第
九
条
の
十
七
関
係
）

４

［
様
式

別
紙
二
十
八

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
七

挿
入
］

第
二
十
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
二
十
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
20

号
様
式
別

表
１
記
載

要
領

第
20

号
様

式
別

表
１

記
載

要
領

１
こ

の
計

算
書

は
通

算
法

人

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
2
号

の
７

の
２

に
規

定
す

る
通

算
法

人
を

い
う

以
１

こ
の

計
算

書
は

通
算

法
人

（法
人

税
法

第
２

条
第

1
2
号

の
７

の
２

に
規

定
す

る
通

算
法

人
を

い
う

以
、

。
、

。

下
こ
の

記
載
要
領

に
お
い
て

同
じ

）及
び
通

算
法
人
で

あ
っ
た
法

人

（法
第

3
21

条
の

８
第

３
項

（地
方

税
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
て

同
じ

）及
び

通
算
法

人
で

あ
っ
た

法
人

（法
第

3
21

条
の

８
第

３
項

（地
方
税

。
。

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（令
和

２
年

法
律

第
５

号
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
「令

和
２

年
改

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（令
和

２
年

法
律

第
５

号
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て

「令
和

２
年

改
。

。

正
法

」と
い

う

）附
則

第
1
3
条

第
４

項
又

は
第

５
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
以

下
こ

の
記

載
正

法

」と
い

う

）附
則

第
1
3
条

第
４

項
又

は
第

５
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む

）

第
８

項
。

。
。

。
、

、

要
領

に
お

い
て

同
じ

）

第
８

項
第

1
3
項

第
1
9
項

又
は

第
2
6
項

（令
和

２
年

改
正

法
附

則
第

1
3
条

第
第

1
3
項

第
1
9
項

又
は

第
2
6
項

（令
和

２
年

改
正

法
附

則
第

1
3
条

第
６

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
、

、
、

、

６
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
以

下
こ

の
記

載
要

領
に

お
い

て
同

じ

）の
規

定
の

適
用

を
受

け

）の
規

定
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

通
算

法
人

で
あ

っ
た

法
人

に
限

る

）が
記

載
し

第
2
0
号

様
式

。
。

。
。

、

よ
う

と
す

る
通

算
法

人
で

あ
っ

た
法

人
に

限
る

）が
記

載
し

第
2
0
号

様
式

の
申

告
書

に
添

付
す

る
こ

と
の

申
告

書
に

添
付

す
る

こ
と

。
、

。

。［２
４

略

］

［２
４

同
左

］

～
～

５

「通
算
対

象
欠
損
金

額
④

」の
欄
は

当
該
事

業
年
度
に

お
い
て
生
じ

た
通

算
対

象
欠

損
金

額

（法
第
3
21

５
「通

算
対

象
欠

損
金

額
④

」の
欄

は
当

該
事

業
年
度

に
お
い
て
生

じ
た
通
算
対

象
欠
損

金
額

（法
第
3
21

、
、

条
の

８
第

1
1
項

に
規

定
す

る
通

算
対

象
欠

損
金

額
を

い
う

）が
あ

る
場

合
に

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

条
の

８
第

1
1
項

に
規

定
す

る
通

算
対

象
欠

損
金

額
を

い
う

）が
あ

る
場

合
に

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

。
、

。
、

７
の

２

）の

「通
算

対
象
欠
損

金
額
(
5)

」の
欄

の
金
額
を

記
載
す
る

こ
と

７
の

３

）の
「通

算
対
象

欠
損

金
額
(
5)

」の
欄

の
金
額
を

記
載

す
る

こ
と

。
。

［６
８

略

］

［６
８

同
左

］
～

～

９

「法
人

税
法

の
規

定
に

よ
っ

て
計

算
し

た
法

人
税

額
⑧

」の
欄

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１

）の
９

「法
人

税
法

の
規

定
に

よ
っ

て
計

算
し

た
法

人
税

額
⑧

」の
欄

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１

）の
、

、

「法
人

税
額

計

」の
欄

の
金

額

（こ
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

の
支

出
の

額
の

4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ

「法
人

税
額

計

」の
欄

の
金

額

（こ
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

の
支

出
の

額
の

4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ



て
い

る
場

合
に

は
当

該

「法
人

税
額

計

」の
欄

の
金

額
に

当
該

額
を

加
算

し
た

金
額

）
（法

人
税

の
明

細
て

い
る

場
合

に
は

当
該

「法
人

税
額

計

」の
欄

の
金

額
に

当
該

額
を

加
算

し
た

金
額

）
（法

人
税

の
明

細
、

、

書

（別
表

６
(
2
)
付

表
６

）の

「７
の

計

」又
は

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
9
)
付

表

）の
(
3
7
)
若

し
く

は
書

（別
表

６
(
2
)
付

表
６

）の

「７
の

計

」又
は

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
9
)
付

表

）の
(
3
1
)
若

し
く

は

(
4
2
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

租
税

特
別

措
置

法
第

4
2
条

の
４

第
４

項
に

規
定

す
(
3
6
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

租
税

特
別

措
置

法
第

4
2
条

の
４

第
４

項
に

規
定

す
、

、

る
中

小
企

業
者

等

（政
令

附
則

第
５

条
の

２
の

３
の

通
算

子
法

人
を

含
む

）に
該

当
し

な
い

法
人

の
法

人
る

中
小

企
業

者
等

（政
令

附
則

第
５

条
の

２
の

３
の

通
算

子
法

人
を

含
む

）に
該

当
し

な
い

法
人

の
法

人
。

。

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
1
0
)
付

表

）の
(
3
0
)
又

は
(
3
5
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

及
税

の
明

細
書

（別
表

６
(
1
0
)
付

表

）の
(
3
0
)
又

は
(
3
5
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

及

び
同

法
第

4
2
条

の
1
2
の

５
第

２
項

に
規

定
す

る
中

小
企

業
者

等
に

該
当

し
な

い
法

人
の

法
人

税
の

明
細

書
び

同
法

第
4
2
条

の
1
2
の

５
第

２
項

に
規

定
す

る
中

小
企

業
者

等
に

該
当

し
な

い
法

人
の

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
1
4
)
付

表
２

）の
(
1
9
)
又

は
(
2
4
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

を
除

く

）

（別
表

６
(
1
4
)
付

表

）の
(
1
9
)
又

は
(
2
4
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

を
除

く

）を
。

。

を
記

載
し

括
弧

内
に

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１

）の

「税
額

控
除

超
過

額
相

当
額

等
の

加
算

額

」の
記

載
し

括
弧

内
に

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１

）の

「税
額

控
除

超
過

額
相

当
額

等
の

加
算

額

」の
欄

、
、

欄
の

金
額

（法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
2
)
付

表
６

）の

「７
の

計

」又
は

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
の

金
額

（法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
2
)
付

表
６

）の

「７
の

計

」又
は

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
9
)

(9
)
付
表

）の
(3
7
)
若
し
く
は

(4
2
)
の
各
欄
に

金
額
の
記

載
が
あ
る

場
合
の
当
該

金
額

同
法

第
42

条
の

４
第

付
表

）の
(
3
1
)
若

し
く

は
(
3
6
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

同
法

第
4
2
条

の
４

第
４

、
、

４
項

に
規

定
す

る
中

小
企

業
者

等

（政
令

附
則

第
５

条
の

２
の

３
の

通
算

子
法

人
を

含
む

）に
該

当
し

な
項

に
規

定
す

る
中

小
企

業
者

等

（政
令

附
則

第
５

条
の

２
の

３
の

通
算

子
法

人
を

含
む

）に
該

当
し

な
い

。
。

い
法

人
の

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
1
0
)
付

表

）の
(
3
0
)
又

は
(
3
5
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
法

人
の

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
1
0
)
付

表

）の
(
3
0
)
又

は
(
3
5
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

の
当

該
金

額
及

び
同

法
第

4
2
条

の
1
2
の

５
第

２
項

に
規

定
す

る
中

小
企

業
者

等
に

該
当

し
な

い
法

人
の

法
人

当
該

金
額

及
び

同
法

第
4
2
条

の
1
2
の

５
第

２
項

に
規

定
す

る
中

小
企

業
者

等
に

該
当

し
な

い
法

人
の

法
人

税

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
1
4
)
付

表
２

）の
(
1
9
)
又

は
(
2
4
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

の
明

細
書

（別
表

６
(
1
4
)
付

表

）の
(
1
9
)
又

は
(
2
4
)
の

各
欄

に
金

額
の

記
載

が
あ

る
場

合
の

当
該

金
額

を
除

を
除

く

）

使
途

秘
匿

金
の

支
出

に
対

す
る

法
人

税
額

及
び

土
地

譲
渡

利
益

金
額

に
対

す
る

法
人

税
額

の
く

）

使
途

秘
匿

金
の

支
出

に
対

す
る

法
人

税
額

及
び

土
地

譲
渡

利
益

金
額

に
対

す
る

法
人

税
額

の
合

計
。

、
。

、

合
計
額
を
記

載
す
る
こ

と
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

。

［1
0

略

］

［1
0

同
左

］

1
1

「控
除

対
象

通
算

適
用

前
欠

損
調

整
額

控
除

対
象

合
併

等
前

欠
損

調
整

額
控

除
対

象
通

算
対

象
所

得
1
1

「控
除

対
象

通
算

適
用

前
欠

損
調

整
額

控
除

対
象

合
併

等
前

欠
損

調
整

額
控

除
対

象
通

算
対

象
所

得
、

、
、

、

調
整

額
控

除
対

象
配

賦
欠

損
調

整
額

控
除

対
象

個
別

帰
属

調
整

額
及

び
控

除
対

象
個

別
帰

属
税

額
の

控
調

整
額

控
除

対
象

配
賦

欠
損

調
整

額
控

除
対

象
個

別
帰

属
調

整
額

及
び

控
除

対
象

個
別

帰
属

税
額

の
控

、
、

、
、

除
額
⑪

」の
欄
は

法
第
3
21

条
の
８

第
３
項

第
８
項

第
1
3
項
又
は

第
1
9
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
除

額
⑪

」の
欄

は
法

第
3
21

条
の
８

第
３
項

（令
和
２

年
改

正
法

附
則
第
1
3
条
第

４
項
又

は
第

５
項

に
お

い
、

、
、

、

合
に

第
2
0
号

様
式

別
表

２
の

「当
期

控
除

額
⑤

」の

「計

」

第
2
0
号

様
式

別
表

２
の

２
の

「当
期

控
除

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）

第
８

項
第

1
3
項

又
は

第
1
9
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
第

2
0

、
、

。
、

、
、

額
⑤

」の

「計

」

第
2
0
号

様
式

別
表

２
の

３
の

「当
期

控
除

額
⑤

」の
「計

」

第
2
0
号

様
式

別
表

２
の

号
様

式
別

表
２

の

「当
期

控
除

額
⑤

」の

「計

」

第
2
0
号

様
式

別
表

２
の

２
の

「当
期

控
除

額
⑤

」の
、

、
、

４
の

「当
期
控

除
額
⑤

」の

「計

」

第
20

号
様
式

別
表
２
の
７

の

「当
期
控

除
額

⑤

」の

「計

」及
び

第
2

「計

」

第
2
0
号

様
式

別
表

２
の

３
の

「当
期

控
除

額
⑤

」の

「計

」

第
2
0
号

様
式

別
表

２
の

４
の

「当
、

、
、

0
号

様
式
別
表

２
の
８
の

「当
期
控
除
額

④

」の

「計

」の
各
欄
の
金

額
の
合
計

額
を

記
載

す
る

こ
と

期
控

除
額

⑤

」の

「計

」

第
2
0
号

様
式

別
表

２
の

７
の

「当
期

控
除

額
⑤

」の

「計

」及
び

第
2
0
号

様
式

。
、

別
表

２
の

８
の

「当
期

控
除
額
④

」の

「計

」の
各

欄
の

金
額
の

合
計

額
を

記
載
す

る
こ
と

。

1
2

「控
除

対
象

還
付

法
人

税
額

控
除

対
象

還
付

対
象

欠
損

調
整

額
及

び
控

除
対

象
個

別
帰

属
還

付
税

額
の

1
2

「控
除

対
象

還
付

法
人

税
額

控
除

対
象

還
付

対
象

欠
損

調
整

額
及

び
控

除
対

象
個

別
帰

属
還

付
税

額
の

、
、

控
除
額
⑫

」の
欄
は

法
第

3
2
1条

の
８
第
2
3
項

又
は
第
2
6
項

の
規
定
の
適

用
を

受
け

る
場

合
に

第
2
0
号

様
控

除
額

⑫

」の
欄

は
法
第

3
2
1条

の
８

第
2
3
項

又
は
第
2
6
項

（令
和
２
年

改
正

法
附
則

第
1
3
条

第
６

項
に
お

、
、

、

式
別

表
２

の
５

の

「当
期

控
除

額
④

」の

「計

」及
び

第
2
0
号

様
式

別
表

２
の

６
の

「当
期

控
除

額
⑤

」の
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

場
合

に
第

2
0
号

様
式

別
表

２
の

５
の

「当
期

。
、

「計

」の
各
欄
の

金
額
の
合
計

額
を
記
載

す
る
こ
と

控
除

額
④

」の

「計

」及
び

第
2
0
号

様
式

別
表

２
の

６
の

「当
期

控
除

額
⑤

」の

「計

」の
各

欄
の

金
額

の
。

合
計

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
2
0
号

様
式
別
表
１

の
２
記
載

要
領

第
2
0
号

様
式

別
表

１
の

２
記

載
要
領

［１
３

略

］

［１
３

同
左

］

～
～

４

「法
人

税
法

の
規

定
に

よ
っ

て
計

算
し

た
法

人
税

額
①

」の
欄

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１
の

２

）

４

「法
人

税
法

の
規

定
に

よ
っ

て
計

算
し

た
法

人
税

額
①

」の
欄

は
法

人
税

の
申

告
書

（別
表

１
の

３

）

、
、

の

「法
人

税
額
計

(
6)

」及
び

「法
人

税
額
計

(
26
)

」の
欄

の
金
額

（こ
れ

ら
の

欄
の

上
段

に
使

途
秘

匿
金

の
の

「法
人

税
額

計
(
6)

」及
び

「法
人

税
額

計
(
29
)

」の
欄

の
金
額

（こ
れ

ら
の
欄
の

上
段
に

使
途

秘
匿

金
の



支
出

の
額

の
4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
当

該
欄

の
金

額
に

当
該

額
を

加
算

し
た

金
額

）

支
出

の
額

の
4
0
％

相
当

額
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
当

該
欄

の
金

額
に

当
該

額
を

加
算

し
た

金
額

）

、
、

を
記

載
し

括
弧

内
に

は
特

別
控

除
取

戻
税

額
使

途
秘

匿
金

の
支

出
に

対
す

る
法

人
税

額
及

び
土

地
譲

渡
を

記
載

し
括

弧
内

に
は

特
別

控
除

取
戻

税
額

使
途

秘
匿

金
の

支
出

に
対

す
る

法
人

税
額

及
び

土
地

譲
渡

、
、

、
、

利
益
金
額
に

対
す
る
法
人

税
額
の
合

計
額
を
記

載
す

る
こ
と

利
益

金
額

に
対

す
る

法
人

税
額
の

合
計
額

を
記

載
す

る
こ
と

。
。

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
2
0
号

様
式
別
表
２

の
３
記
載

要
領

第
2
0
号

様
式

別
表

２
の

３
記

載
要
領

［１
略

］

［１
同

左

］

２

「通
算

対
象

所
得

金
額

①

」の
欄

は
通

算
対

象
所

得
金

額
の

生
じ

た
各

事
業

年
度

に
つ

い
て

当
該

事
２

「通
算

対
象

所
得

金
額

①

」の
欄

は
通

算
対

象
所

得
金

額
の

生
じ

た
各

事
業

年
度

に
つ

い
て

当
該

事
、

、
、

、

業
年

度
の

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

７
の

２

）の

「通
算

対
象

所
得

金
額

(
1
1
)

」の
欄

の
金

額
を

記
載

す
る

業
年

度
の

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

７
の

３

）の

「通
算

対
象

所
得

金
額

(
1
1
)

」の
欄

の
金

額
を

記
載

す
る

こ
と

こ
と

。
。

［３
５

略

］

［３
５

同
左

］

～
～

第
二
十
号
の
三
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
の
三
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
2
0
号
の

３
の
２
様

式
記
載
要

領
第
2
0
号

の
３

の
２

様
式

記
載

要
領

［１
４

略

］

［１
４

同
左

］

～
～

５

「法
人
税
の
控

除
額
③

」の
欄
は

法
人
税
の
明

細
書

（別
表

17

（３
の
６

）
）の

(3
)
又

は
法

人
税

法
施

５

「法
人

税
の

控
除

額
③

」の
欄

は
法

人
税
の
明

細
書

（別
表

17

（３
の
６

）
）の

(3
)
又

は
(1
1)

の
欄
の

、
、

行
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
省

令

（令
和

５
年

財
務

省
令

第
3
4
号

）に
よ

る
改

正
前

の
法

人
税

の
明

細
書

金
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

（別
表

17

（３
の
６

）
）の

(1
1
)
の
各
欄
の

金
額
を
記

載
す
る
こ
と

。

［６
８

略

］

［６
８

同
左

］

～
～

第
二
十
号
の
四
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
の
四
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
2
0
号
の

４
様
式
記

載
要
領

第
2
0
号

の
４

様
式

記
載

要
領

［１
３

略

］

［１
３

同
左

］

～
～

４

「市
町

村
民

税
の

控
除

限
度

額
⑦

」の
欄

は
政

令
第

4
8
条

の
1
3
第

７
項

本
文

又
は

地
方

税
法

施
行

令
の

４

「市
町

村
民

税
の

控
除

限
度

額
⑦

」の
欄

は
政

令
第

4
8
条

の
1
3
第

７
項

本
文

又
は

地
方

税
法

施
行

令
の

、
、

一
部

を
改
正
す
る

政
令

（令
和

２
年
政
令
第

2
64

号

）に
よ

る
改
正
前
の

政
令

（以
下

こ
の

記
載

要
領

に
お

い
一

部
を

改
正

す
る

政
令

（令
和

２
年

政
令
第

2
64

号

）に
よ

る
改
正
前

の
政

令

（以
下

こ
の
記
載

要
領
に
お

い

て

「令
和

２
年

旧
政

令

」と
い

う

）第
4
8
条

の
1
3
第

８
項

本
文

の
規

定
に

よ
り

計
算

す
る

法
人

に
あ

っ
て

て

「令
和

２
年

旧
政

令

」と
い

う

）第
4
8
条

の
1
3
第

８
項

本
文

の
規

定
に

よ
り

計
算

す
る

法
人

に
あ

っ
て

。
。

は
法
人
税
の

控
除
限
度

額

（法
人
税
の
明
細

書

（別
表
６
(
2
)

）の
(
1
7)

法
人

税
の

明
細

書
（別

表
６

の
は

法
人

税
の

控
除

限
度

額

（法
人
税
の

明
細

書

（別
表
６
(
2
)

）の
(
1
8)

法
人
税
の

明
細

書

（別
表
６

の
、

、
、

、

２
(
2
)
付

表

）の
(
1
3
)
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２

）の
(
1
1
)

）に
法

第
3
1
4
条

の
４

第
１

項
に

規
２

(
2
)
付

表

）の
(
1
3
)
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

３

）の
(
1
1
)

）に
法

第
3
1
4
条

の
４

第
１

項
に

規

定
す
る
標

準
税
率
を
乗

じ
て
計
算

し
た
金
額
を

記
載
す
る

こ
と

定
す

る
標

準
税

率
を

乗
じ

て
計
算

し
た
金
額

を
記
載
す
る

こ
と

。
。

ま
た

政
令

第
4
8
条

の
1
3
第

７
項

た
だ

し
書

又
は

令
和

２
年

旧
政

令
第

4
8
条

の
1
3
第

８
項

た
だ

し
書

の
規

ま
た

政
令

第
4
8
条

の
1
3
第

７
項

た
だ

し
書

又
は

令
和

２
年

旧
政

令
第

4
8
条

の
1
3
第

８
項

た
だ

し
書

の
規

、
、

定
に

よ
り

計
算

す
る

法
人

に
あ

っ
て

は
第

2
0
号

の
４

様
式

別
表

２
の

市
町

村
民

税
の

控
除

限
度

額
の

「合
定

に
よ

り
計

算
す

る
法

人
に

あ
っ

て
は

第
2
0
号

の
４

様
式

別
表

２
の

市
町

村
民

税
の

控
除

限
度

額
の

「合
、

、

計
⑦

」の
欄
の
金
額

を
記
載
す

る
こ
と

計
⑦

」の
欄

の
金

額
を

記
載
す

る
こ
と

。
。

［５
８

略

］

［５
８

同
左

］

～
～

第
二
十
号
の
四
様
式
別
表
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
の
四
様
式
別
表
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
2
0
号
の
４

様
式
別
表

３
記
載
要
領

第
2
0
号

の
４

様
式

別
表

３
記

載
要

領

［１
３

略

］

［１
３

同
左

］

～
～

４

「分
割

法
人

等
の

調
整

国
外

所
得

金
額

又
は

個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

②

」の
欄

は

「被
合

併
法

人
等

４

「分
割

法
人

等
の

調
整

国
外

所
得

金
額

又
は

個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

②

」の
欄

は

「被
合

併
法

人
等

、
、



の
控

除
余

裕
額

①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
分

割
法

人
等

の
法

人
税

の
明

細
の

控
除

余
裕

額
①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
分

割
法

人
等

の
法

人
税

の
明

細

書

（別
表

６
(
2
)

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
6
)

」の
欄

の
金

額
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２
(
2
)

書

（別
表

６
(
2
)

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
7
)

」の
欄

の
金

額
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２
(
2
)

、
、

付
表

）の

「個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２

）の
付

表

）の

「個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

３

）の

「調
整
国

外
所
得
金

額
(
10
)

」の
欄
の

金
額
を
記

載
す
る
こ

と

「調
整

国
外

所
得

金
額
(
10
)

」の
欄

の
金

額
を
記

載
す
る
こ

と
。

。
［５

・
６

略

］

［５
・

６
同

左

］

７

「分
割

法
人

等
の

外
国

の
法

人
税

等
の

額
⑥

」の
欄

は

「被
合

併
法

人
等

の
控

除
限

度
額

を
超

え
る

外
７

「分
割

法
人

等
の

外
国

の
法

人
税

等
の

額
⑥

」の
欄

は

「被
合

併
法

人
等

の
控

除
限

度
額

を
超

え
る

外
、

、

国
税

額
⑤

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
分

割
法

人
等

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
国

税
額

⑤

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
分

割
法

人
等

の
法

人
税

の
明

細
書

（別

表
６

（２
の

２
）
）の

「当
期

の
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
(
2
1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

法
施

行
規

則
表

６

（２
の

２

）
）の

「当
期

の
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
又

は
個

別
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
(
2
1
)

」の

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

（令
和

５
年

財
務

省
令

第
3
4
号

）に
よ

る
改

正
前

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
欄

の
金

額
を

記
載

す
る
こ

と
。

（２
の

２

）
）の

「当
期

の
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
又

は
個

別
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
(
2
1
)

」の
欄

の

金
額
を
記
載

す
る
こ
と

。

［８
略

］

［８
同

左

］

第
二
十
号
の
四
様
式
別
表
四
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
の
四
様
式
別
表
四
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
20

号
の
４

様
式
別
表
４

記
載
要
領

第
20

号
の

４
様

式
別

表
４

記
載
要
領

［１
３

略

］

［１
３

同
左

］

～
～

４

「当
該

法
人

の
調

整
国

外
所

得
金

額
又

は
個

別
調

整
国

外
所

得
金

額
②

」の
欄

は

「当
該

法
人

の
控

除
４

「当
該

法
人

の
調

整
国

外
所

得
金

額
又

は
個

別
調

整
国

外
所

得
金

額
②

」の
欄

は

「当
該

法
人

の
控

除
、

、

余
裕

額
①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
(
2
)

）の
余

裕
額

①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
(
2
)

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
6
)

」の
欄

の
金

額
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２
(
2
)
付

表

）の

「個
別

調

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
7
)

」の
欄

の
金

額
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２
(
2
)
付

表

）の

「個
別

調
、

、

整
国

外
所

得
金

額
(
1
1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

整
国

外
所

得
金

額
(
1
1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

３

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(1
0)

」の
欄
の
金

額
を
記
載
す

る
こ
と

(1
0)

」の
欄

の
金

額
を

記
載
す

る
こ
と

。
。

［５
略

］

［５
同

左

］

６

「当
該

法
人

の
外

国
の

法
人

税
等

の
額

⑦

」の
欄

は

「当
該

法
人

の
控

除
限

度
額

を
超

え
る

外
国

税
額

６

「当
該

法
人

の
外

国
の

法
人

税
等

の
額

⑦

」の
欄

は

「当
該

法
人

の
控

除
限

度
額

を
超

え
る

外
国

税
額

、
、

⑥

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６

（２
の

２

）
）の

⑥

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
業

年
度

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６

（２
の

２

）
）の

「当
期

の
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
(
2
1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

法
施

行
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
省

「当
期

の
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
又

は
個

別
控

除
対

象
外

国
法

人
税

額
(
2
1
)

」の
欄

の
金

額
を

記
載

す
る

令

（令
和

５
年

財
務

省
令

第
3
4
号

）に
よ

る
改

正
前

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６

（２
の

２
）
）の

「当
こ

と
。

期
の

控
除

対
象

外
国

法
人

税
額

又
は

個
別

控
除

対
象

外
国

法
人

税
額

(
2
1
)

」の
欄

の
金

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

第
二
十
号
の
四
様
式
別
表
五
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
の
四
様
式
別
表
五
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
20

号
の
４

様
式
別
表
５

記
載
要
領

第
20

号
の

４
様

式
別

表
５

記
載
要
領

［１
４

略

］

［１
４

同
左

］

～
～

５

「分
割

法
人

等
の

調
整

国
外

所
得

金
額

又
は

個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

②

」の
欄

は

「被
合

併
法

人
等

５

「分
割

法
人

等
の

調
整

国
外

所
得

金
額

又
は

個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

②

」の
欄

は

「被
合

併
法

人
等

、
、

の
控

除
未

済
外

国
税

額
及

び
控

除
未

済
税

額
控

除
不

足
額

相
当

額
①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

の
控

除
未

済
外

国
税

額
及

び
控

除
未

済
税

額
控

除
不

足
額

相
当

額
①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結
事
業
年
度

の
分
割
法

人
等
の
法

人
税
の
明
細

書

（別
表
６
(
2
)

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額
(
1
6)

」の
欄

連
結

事
業

年
度

の
分

割
法

人
等

の
法
人
税

の
明
細
書

（別
表
６
(
2
)

）の

「調
整
国

外
所
得

金
額
(
1
7)

」の
欄

の
金

額
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２
(
2
)
付

表

）の

「個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
1
)

」の
欄

の
金

の
金

額
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２
(
2
)
付

表

）の

「個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
1
)

」の
欄

の
金

、
、

額
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
の

２

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
0
)

」の
欄

の
金

額
を

記
載

す
る

こ
額

又
は

法
人

税
の

明
細

書
（別

表
６

の
３

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
0
)

」の
欄

の
金

額
を

記
載

す
る

こ

と
と

。
。



［６
略

］

［６
同

左

］

第
二
十
号
の
四
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
の
四
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
2
0
号
の
４

様
式
別
表

６
記
載
要

領
第
2
0
号

の
４

様
式

別
表

６
記

載
要

領
［１

４
略

］

［１
４

同
左

］

～
～

５

「当
該

法
人

の
調

整
国

外
所

得
金

額
又

は
個

別
調

整
国

外
所

得
金

額
②

」の
欄

は

「当
該

法
人

の
控

除
５

「当
該

法
人

の
調

整
国

外
所

得
金

額
又

は
個

別
調

整
国

外
所

得
金

額
②

」の
欄

は

「当
該

法
人

の
控

除
、

、

未
済

外
国

税
額

及
び

控
除

未
済

税
額

控
除

不
足

額
相

当
額

①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事
未

済
外

国
税

額
及

び
控

除
未

済
税

額
控

除
不

足
額

相
当

額
①

」の
欄

の
金

額
に

係
る

事
業

年
度

又
は

連
結

事

業
年

度
の

法
人

税
の

明
細

書

（別
表

６
(
2
)

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
6
)

」の
欄

の
金

額
法

人
税

の
業

年
度

の
法

人
税

の
明

細
書

（別
表

６
(
2
)

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
7
)

」の
欄

の
金

額
法

人
税

の
、

、

明
細

書

（別
表

６
の

２
(
2
)
付

表

）の

「個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

の
明

明
細

書

（別
表

６
の

２
(
2
)
付

表

）の

「個
別

調
整

国
外

所
得

金
額

(
1
1
)

」の
欄

の
金

額
又

は
法

人
税

の
明

細
書

（別
表
６
の

２

）の
「調

整
国
外

所
得
金
額
(1
0
)

」の
欄
の
金

額
を
記
載

す
る

こ
と

細
書

（別
表

６
の

３

）の

「調
整

国
外

所
得

金
額
(1
0
)

」の
欄
の
金

額
を

記
載

す
る
こ

と
。

。

第
二
十
二
号
の
四
の
二
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
三
十
八
条
関

第
二
十
二
号
の
四
の
二
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
三
十
八
条
関

係
）

係
）

［
様
式

別
紙
三
十

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
九

挿
入
］

第
三
十
三
号
の
四
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
五
条
の
十
二
関
係
）

第
三
十
三
号
の
四
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
五
条
の
十
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

［第
33

号
の
４
様
式

記
載
要
領

別
紙
三
十

二
挿
入

］

［第
33

号
の

４
様

式
記

載
要

領
別

紙
三
十

一
挿
入

］

備
考

表
中
及
び
表
中
に
挿
入
さ
れ
る
別
紙
の
［

］
の
記
載
並
び
に
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
二
、
第
二
十
四
条
の
三
十
の
五
及
び
第
三

十
八
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
五
号
の
四
様
式
、
同
様
式
別
表
、
第
五
号
の
十
五
様
式
、
第
五
号
の
十
五
の
二
様

式
、
第
十
二
号
の
十
三
様
式
、
第
十
二
号
の
十
四
様
式
、
第
十
二
号
の
十
五
様
式
、
第
十
二
号
の
十
五
の
二
様
式
、

第
十
六
号
の
四
十
三
様
式
及
び
第
三
十
三
号
の
四
様
式
記
載
要
領
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年

一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
二
第
七
項
第

二
号
ハ
及
び
第
八
項
第
二
号
ハ
の
規
定
は
、
令
和
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

に
係
る
地
方
税
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
（
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提

出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
六
年
度

分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
規
則
第
五
号
の
四
様
式
及
び
同
様
式
別
表
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町



村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

３

新
規
則
第
五
号
の
十
五
様
式
及
び
第
五
号
の
十
五
の
二
様
式
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県

民
税
、
個
人
の
市
町
村
民
税
及
び
森
林
環
境
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
規
則
第
十
二
号
の
十
三
様
式
か
ら
第
十
二
号
の
十
五
の
二
様
式
ま
で
の
様
式
は
、
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
一
条

の
三
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
同
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
法
附
則

第
三
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
又
は
第
三
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
一

条
の
三
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
た
同
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
及
び
同
日
前
に
租
税
特
別
措
置
法

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
七
条
の
十
四
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
契
約
不
履
行
等
事
由
が
生
じ

た
場
合
に
同
日
以
後
に
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
一
条
の

三
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
同
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
一
条
の
三
十
一
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
二
号
の
十
三
様
式
か
ら
第
十
二
号
の
十
五
の
二
様

式
ま
で
の
様
式
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
新
規
則
第
十
二
号
の



十
三
様
式
か
ら
第
十
二
号
の
十
五
の
二
様
式
ま
で
の
様
式
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
を
提
出
し
た
も
の

と
み
な
す
。


